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Abstracts 
 

A Proposal on The Fourth Basic Plan on Ocean Policy and Beyond 
 

Atsuko KANEHARA 

 

 In 2023, the Fourth Basic Plan on Ocean Policy will be adopted by the Japanese Government. The 
author served for six years as a councilor for the Advisory Council for the National Head-quarters on Ocean 
Policy, and as the Chair for the Sub-Committee on Comprehensive Maritime Security. Based upon these 
experiences, this paper will provide a proposal on the main pillar and principal policies for the Fourth Basic Plan 
on Ocean Policy and beyond, from the two perspec-tives of the function of the Advisory Council for the National 
Headquarters on Ocean Policy and the idea of comprehensive maritime security. It will discuss the continuous 
significance of com-prehensive maritime security as the main pillar, and, territorial sea guarding and marine 
spatial planning with its concrete a project of offshore wind power generation, as the principal ocean policies. 
 
Key words: Basic Act on Ocean Policy, Basic Plan on Ocean Policy,  

Advisory Council for the National Headquarters for Ocean Policy,  
Comprehensive Maritime Security, Marine Spatial Planning 

 
 

Dynamic changes in the use of marine biological resources and  

management regimes – Perspectives on fisheries in the  

East Indian Ocean and international partnerships 
 

Masanori KOBAYASHI 
 

 To promote the conservation and sustainable use of marine biological resources, international legal and 
institutional frameworks have been developed, including the ongoing negotiations on a new agreement thereon. 
While fish catch volumes have been rapidly rising in the East Indian Ocean, regional fishery management 
organizations do not cover this sea area. As other multilateral institutions do not focus on the East Indian Ocean, or 
restrict their thematic coverage to marine pollution, there is a need for institutional transformation for the 
development and effective implementation of area-based management tools including marine protected areas. 
 
Key words: East Indian Ocean, marine biological resources, regional fishery management organizations, 

marine protected areas, area-based management tools 



 

 

 
The strategic orientation of Russian Fishing Industry after the Ukrainian Crisis: 

A Comparative study with Imperial Japan’s rationalization policy of 

“Northern Fisheries” 

 
FAVENNEC Yann Kaishu 

 
 This paper aims to be a comparative study of Russian Federation’s Fishing Industry reform 
following current Ukrainian events, with imperial Japan’s “Northern Fisheries” rationalization policy in the 
early 1930’s. Both were led by central authorities as emergency measures, in reaction to economic war that 
were launched against them by Western countries in a context of troubled times in International Relations. 
 By empirically analyzing regulation mechanisms of Russian Federation’s post-Ukraine fisheries 
policy, through pre-war Japan’s historical experience as a basis for comparison, this paper will attempt to 
identify strategic thoughts that are guiding economically sanctioned States, authors of controversial territorial 
expansion, then will try to explain what role fishing industry is expected to play in their strategy for survival. 

 
Key words: International crisis, Russian Far East, Industrial rationalization policy, Food security, 

Stable income of foreign currencies 
 

Ocean Governance from the Perspective of the Blue Infinity Loop:  

Toward a Return to the "Ocean Centricity" 
 

KOMORI Yuta Ph. D. 
 

 Following the passage of UNCLOS, each country has sought to promote comprehensive 
management of the oceans. In other words, this is the construction of ocean governance, and more 
specifically, the overcoming of the global trilemma. This article examines the perspectives that 
contribute to the consideration of ocean governance in the "Anthropocene," based on domestic and 
international trends in ocean governance. As a result, this article elucidates how BIL, consisting of 
new and existing SLOCs formed under the influence of climate change, will have a significant impact 
not only on diplomatic and security sectors, but also on economic and social sectors, which in turn 
could affect international relations. 
 
Key words: UNCLOS, ocean governance, trilemma, climate change, anthropocene 
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海洋基本計画の主柱及び主要施策の提言 

―第４期海洋基本計画とそれを超えて― 
 

兼原 敦子＊ 

 
 

 2023 年 5 月頃、第 4 期海洋基本計画が閣議決定される。筆者は、2016 年より 6 年間総合

海洋政策本部参与を務め、第 3 期海洋基本計画の策定に際して、海洋の安全保障小委員会

委員長を務めた。この経験を踏まえ、総合海洋政策本部及び参与会議の機能と、第 3 期海

洋基本計画の主柱である「総合的な海洋の安全保障」の両者の視点から、第４期海洋基本

計画とさらに将来の海洋基本計画の主柱と主要施策を提言する。具体的には、総合的な海

洋の安全保障（主柱）と、領海警備、海洋空間計画の一環としての洋上風力発電（主要施

策）を挙げる。 
 
キーワード：海洋基本法、海洋基本計画、総合海洋政策本部参与会議、 

総合的な海洋の安全保障、海洋空間計画 
 
 
 
1．はじめに 

 本稿は、海洋基本計画の主柱及びそれに

基づく主要施策についての提言を試みる。

筆者は、2016 年1より 6 年間、総合海洋政

策本部参与を務め、第 3 期海洋基本計画に

おける「総合的な海洋の安全保障」に係る

起草準備を担った、海洋の安全保障小委員

会の委員長を務めた。そこで、第 3 期海洋

基本計画における「総合的な海洋の安全保

障」という考え方がもつ意義を踏まえて、

筆者の経験にも照らして、本稿の提言を試

みる。それに際しての本稿の方針は、以下

のとおりである。 
 第一に、本稿が後述で取り上げる海洋の

安全保障、領海警備、海洋空間計画、洋上

風力発電については、多くの優れた欧文・

和文の文献がある2。紙数の都合で、それら

を十分に引用することはできない。むしろ

本稿は、海洋基本法や第 3 期海洋基本計画

等の政府による文書、総合海洋政策本部及

び参与会議等の政府関連機関での議論を参

照して、主に国の考え方をたどりながら、

海洋基本計画への提言を試みる。かつ、社

会実装から乖離しないように、すでに公刊

されているいくつかの団体による第 4 期海

洋基本計画への提言も参照する。 
第二に、本稿は、後述の 2．で明らかに

するが、海洋基本計画の主柱とは、海洋基

（論文） 

 
＊  上智大学法学部・教授／公益財団法人笹川平和財団・評議員 
投稿受付：2022 年 9 月 27 日   掲載決定：2023 年 1 月 5 日 
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本計画の核心をなし根幹をなす考え方と理

解している。そして、なぜ、第 3 期海洋基

本計画では「総合的な海洋の安全保障」が

その主柱の意義をもつかを明らかにし、そ

うした主柱の意義に照らして、第 4 期海洋

基本計画及びそれ以後の海洋基本計画の主

柱を提言する。第三に、こうした主柱の提

言に基づいて、主要な施策についての提言

も試みる。 
現在、2022 年 9 月であり、2022 年度で、

2018 年 5 月 15 日に閣議決定された第 3 期

海洋基本計画3の実施は、最終年度を終える。

総合海洋政策本部参与会議4による、第 4 期

海洋基本計画の起草が進展している。その

起草を受けて、2023 年 5 月頃に、第 4 期海

洋基本計画が閣議決定される5。本稿は、海

洋基本計画の主柱及びそれに基づく主要施

策についての提言を試みるが、第 3 期海洋

基本計画の理念や主柱を踏まえて、第 4 期

海洋基本計画のもつべき主柱を探り、それ

にとどまらず、第 4 期「以後」の海洋基本

計画をも想定する。それは、既に第 4 期海

洋基本計画の起草は半ばを迎えているであ

ろうという、時間的なタイミングの理由に

もよるが、それだけではない。 
海洋基本計画の理念や主柱では、一方で、

基本計画が 5 カ年ごとに策定されることに

明らかなように、日本をとりまく国際・国

内情勢に応じた柔軟な修正変更が認められ

るべきである。しかし、それと同時に、日

本という海洋国家の海洋基本計画は、5 カ

年に収斂せず、より長期的な理念や主柱を

もつことも不可欠といえる。後述のように、

「総合的な海洋の安全保障」は、日本の海

洋政策とその実施のための制度について、

根本的な考え方を与え、海洋基本計画がこ

れを 5 カ年を超えても保持することに、意

義があると考えられる。それゆえに、本稿

は、海洋基本計画の主柱及びそれに基づく

主要な施策を検討するが、第 4 期海洋基本

計画を想定しつつも、それ以後の将来の海

洋基本計画をも射程にいれて検討する。 
 本稿の構成は以下のとおりである。2．

で、海洋基本計画の主柱についての、本稿

の認識を示す。それを踏まえて、3．で第 4

期及び一定程度にはそれ以後の海洋基本計

画が持つべき主柱を提言し、4．で具体的

な主要施策を個別に検討する。 

 

2．海洋基本計画の主柱 

2．1 第 3 期計画における理念 

まず、主柱と密接な関連をもつが、筆者

の理解では主柱よりも抽象的な観念と考え

られる「理念」につき、第 3 期計画に範を

求める。 
「海洋基本計画の理念」とは、第 3 期計画

によると、海洋基本法6の掲げる 6 つの基本

理念（「海洋の開発及び利用と海洋環境の保

全との調和」、「海洋の安全の確保」、「海洋

に関する科学的知見の充実」、「海洋産業の

健全な発展」、「海洋の総合的管理」及び「海

洋に関する国際的協調」）を前提・根幹とし

つつ、これまでの海洋政策の実施状況とそ

の評価を踏まえ、その方針等を定める際の

指針となり、かつ、第 3 期計画に基づく施

策の実施に当たっての道標となるものであ

る7。そして、第 3 期計画は、①自由・民主

主義・基本的人権の尊重及び法の支配、②

日本の国力の持続的な維持、③人類共通の

貴重な財産である海洋を子孫に継承、④日

本の強みである科学技術の進展、⑤海への

国民の理解の増進、という 5 つを理念とし

て掲げる8。さらに第 3 期計画は、理念に照

らした方向性を説明した上で9、「海洋に関

する施策についての基本的方針」として、

総合的な海洋の安全保障10、海洋の産業利

用の推進、海洋環境の保全、科学的知見の

充実、北極政策の推進、国際連携・国際協

－ 2 －



海洋政策研究 第 17 号 

 

力、海洋人材の育成と国民の理解の増進を

揚げる。それぞれの基本的方針のもとに、

主要な施策についての言及がなされる11。

もっとも、次に説明するように、「総合的な

海洋の安全保障」の独自のとらえ方により、

多様な施策が包含されるとともに相互に結

び付けられるために、一つの施策であって

も、複数の基本的方針のもとにその意義を

見出される。たとえば、「国際連携・協力」

の施策としての国際秩序の形成や遵守の我

が国による主導、「海洋の産業利用の促進」

の施策としての海上輸送の確保、「海洋人材

の育成と国民の理解の増進」の施策として

の人材育成は、総合的な海洋の安全保障に

も資する。 
 
2．2 第 3 期計画における「総合的な海洋の

安全保障」の意義 

（1）総合的な海洋の安全保障 

第 3 期計画の特徴は、なによりも、次に

ある。すなわち、第 3 期計画は、海洋に関

する施策の基本的な方針の第一に、「総合的

な海洋の安全保障」を据えていることであ

る12。「総合的な海洋の安全保障」は、領海

警備、海洋状況把握体制の確立、国境離島

の保全・管理、経済安全保障、海洋環境の

保全等をその施策内容として包含する13。

そして、「総合的な海洋の安全保障」をこの

ように広く捉えることによって、「海洋の主

要施策の基本的な方針」の第二として総称

される、海洋の産業利用の促進、科学的知

見の充実、北極政策の推進、国際連携・協

力、海洋人材の育成と国民の理解の増進も、

「総合的な海洋の安全保障」に結び付けら

れている14。したがって、第 3 期計画の閣

議決定の直後に、日本の海洋政策は、「海洋

資源の利用から、安全保障に舵を切った」

といった趣旨の報道が躍ったが15、それは、

「総合的な海洋の安全保障」が広い内容を

持つことと、多様な海洋政策をこれに包含

したり結びつけたりするという意義を理解

していない限りで、正確ではない。 
 

（2）第 3 期計画の主柱としての「総合的な海

洋の安全保障」 

 基本計画は、総じて、国民に広く訴えか

けるとともに、十分な理解を促すために、

内容が豊かでありその表現は格調高い。そ

れゆえに、いわば、何が核心であるのか、

何が海洋政策の策定と実施において根本を

なす考え方であるのかについて、それを把

握することは、必ずしも容易ではない。し

かし、「総合的な海洋の安全保障」が、第 3
期計画で核心をなし、最も根本的な考え方

であることは、端的にいえば、次の二つの

理由により明らかである。つまり、「総合的

な海洋の安全保障」は、第 3 期計画の主柱

である。 
第一に「総合的な海洋の安全保障」（以下、

誤解を生じない限り、「海洋の安全保障」と

記す）は広い内容をもち、それによってこそ、

極めて多様な海洋政策を、海洋の安全保障に

結びつける機能を果たす16。先に、第 3 期計

画では、「総合的な海洋の安全保障」が、領

海警備、海洋状況把握体制の確立、国境離島

の保全・管理、経済安全保障、海洋環境の保

全等をその施策内容として包含し、かつ、「海

洋の主要施策の基本的な方針」の第二として

総称される多くの方針（海洋の産業利用の促

進、科学的知見の充実、北極政策の推進、国

際連携・協力、海洋人材の育成と国民の理解

の増進）が、「海洋の安全保障」に結びつけ

られていることを確認した。伝統的な海洋の

安全保障の意味である、軍事的脅威への対処、

すなわち防衛に限定した （海洋の）安全保

障ではなく、それが犯罪対処、環境保全、不

法移民対処、違法漁業対処等を含む広い内容

をもつことは、日本に独自の見解ではない。

－ 3 －
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国際社会でも、このように海洋の安全保障の

内容を広く捉えることは、有力な見解となっ

ている17。 
第二に、「海洋の安全保障」の下に、多様

な海洋政策が総合され、それらは、「統合的

に」実施される。この第二の点は、海洋基

本計画の策定と実施の制度に密接に関わる。

それゆえに、この点は、海洋の安全保障が、

第 3 期計画で核心をなし、根本的な考え方

であることについての、日本の海洋政策に

独自の理由を示す。少し、敷衍しておこう。 
2007 年海洋基本法（1 条、16 条）に従い、

総理大臣を長とする総合海洋政策本部は、

「海洋に関する施策を総合的かつ計画的に

推進」する。「総合的
．．．

」とは、端的に言えば、 
関係省庁の縦割りとは異なり、オールジャ

パンを意味する。そして、「総合的」の意義

は、第 3 期計画の「おわりに」で、一層、

その意味を強められた。「政府においては、

本計画に基づき、『統合的
．．．

 ．．．』な形で各施

策を、一歩一歩、 着実に実施することとす

る（強調筆者）。」したがって、各省庁の計

画を束ねるという意味での「単純総和」で

はなく、それらを「統合する」という明確

な意思に基づいて、基本計画が審議・策定

されなければならないのである18。このよ

うに、多様な海洋政策を総合するだけでは

なく、それを超えて、海洋政策の「統合的

実施」をはかるという根本的な考え方を示

すのが、広く捉えられた「海洋の安全保障」

である。それゆえに、海洋の安全保障は、

まさに日本の海洋政策において、独自の意

義をもつのである19。 
 
 

 

 

 

3．第 4 期海洋基本計画がもつべき主柱 

3．1 海洋の安全保障が継続的主柱であるべ

き理由 

 海洋の安全保障は、第 4 期海洋基本計画

でも主柱として維持されるべきである20。

上記では、海洋の安全保障が第 3 期計画の

主柱である理由を説明した。それに対応し

て、海洋の安全保障が、第 4 期海洋基本計

画及び一定程度にはそれ以後の基本計画で

も維持されるべき、次の二つの理由がある。 
第一に、日本をめぐる昨今の情勢への対

処という理由である。先にみたように、海

洋の安全保障は広く捉えられている。その

結果、情勢に対応して、いずれかの内容に

重点を置いたり優先性を定めたりすること

によって、海洋の安全保障は、弾力的に洗

練され強化されることができる。現在、領

海警備、シーレーンの安定的利用の確保、

海洋状況把握体制の確立、国境離島の保

全・管理、経済安全保障21等の問題は、日

本の周辺海域や地域及び世界情勢に照らし

て、一層、その施策としての重要性を増し

ている。日本の領海における緊張状態とそ

の激化、ロシアによるウクライナ侵攻がも

たらす国際平和と安全への脅威や物資の日

本向け海洋輸送への危機の増大は、説明を

要しない。それゆえに、第 3 期計画には収

束することなく、第 4 期海洋基本計画にお

いても、これらに係る海洋の安全保障の施

策の実施は、依然として、喫緊のかつ重大

な課題であり続けるのである。 
第二に、海洋基本法の本旨は、まだ、実

現半ばであるという理由である。その本旨

といえる、多様な海洋政策の「総合的
．．．

把握」

と、それらの「統合的
．．．

実施」、そのための総

合的海洋政策本部及び参与会議の機能は、

さらに向上・強化の余地を多分に残してい

る22。2007 年の海洋基本法の成立から、2022
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年の現在までに、まだ、15 年間が経過した

にすぎない。こうした国家レヴェルでの壮

大で挑戦的な海洋政策の構想と制度構築は、

確実な実現と定着のためには、一定の時間

を要請する。日本の官僚機構は、さかのぼ

れば、明治維新以来の長きにわたり、堅牢

に整備され機能してきた。その「縦割り」

の仕組みと並行して、総合海洋政策本部及

び参与会議が、海洋政策に「横ぐしを刺し

て」これを策定し、実施において司令塔機

能・統合的機能を果たすためには、その手

法の確立も含めて、一定の時間を要するの

である23。そして、こうした壮大で挑戦的

な海洋政策の構想とそのための制度構築に

根拠を与えるのが、「海洋の安全保障」とい

う主柱なのである24。 
 
3．2 第 4 期海洋基本計画の主柱としての海

洋の安全保障 

以上の二つの理由により、第 4 期海洋基

本計画においても、さらには、おそらくは

一定程度にはそれ以後においても、海洋の

安全保障は、海洋基本計画の主柱をなすべ

きある。換言すれば、第 3 期計画で船出を

した「海洋の安全保障」については、一方

で、弾力的に情勢に応じて、その時々で重

点的政策が浮かび上がってくるはずであり、

そうした重点的政策により、海洋の安全保

障の内容が洗練・強化されていく。他方で、

海洋の安全保障は、「総合的な」海洋政策の

構想とその「統合的な」実施態様の定着と

発展を支える主柱として、一層、重みを増

していくのである。 
 

 

 

 

 

 

4．第 4期海洋基本計画における主要施策 

4．1 海洋基本計画の主柱に照らした主要施策 

 上記では、2．において、海洋の安全保障

が、海洋基本計画で核心をなし根幹をなす

理由を説明するとともに、3．において、第

4 期海洋基本計画及びおそらくは一定程度

にはそれ以後の海洋基本計画でも、海洋の

安全保障が主柱となるべき理由を明らかに

した。海洋基本計画の主要施策は、いうま

でもなく、その主柱とそれが主柱である理

由に照らして、選定される25。そうした方

針により、以下では、第 4 期海洋基本計画

の主要施策として、領海警備と海洋空間計

画を提言する。 
 
4．2 領海警備 

 海洋の安全保障が、その意味を広く捉え

られるとしても、領海警備、シーレーンの

安定的利用の確保、海洋状況把握体制の確

立、国境離島の保全・管理といった、特に

日本の防衛や警備に係る施策が、日本の海

洋の安全保障施策の一環であることに疑い

はない26。また、海洋の安全保障が海洋基

本計画の主柱であり続けるとしても、第 4
期海洋基本計画では何に焦点があてられる

べきか、重点的な施策となるべきかという

点で、領海警備がその一つであることにも、

現在の日本の領海の緊張状態に照らして、

異論はないであろう。 
第 3 期計画で、すでに領海における緊張

状態への対処の重要性は、認識されていた
27。参与会議から総理へ手交された令和 3
年度の意見書でも、領海警備に言及してい

る28。さらに、公刊されている第 4 期海洋

基本計画へのいくつかの提言でも、この問

題が指摘されている29。昨今の情勢に鑑み

ると、ますます、領海及び日本の近海の緊

張状態が継続し、激化してもいる。したが

って、日本の防衛や警備に係る施策が、第

－ 5 －



海洋基本計画の主柱および主要施策の提言 ―第４期海洋基本計画とそれを超えて― 

 

4 期海洋基本計画においても主要な施策で

あることに、異論はないであろう30。 
 ところで、筆者は、領海警備の一環とし

て、法整備に焦点を当ててではあるが、す

でに提言を別稿にて発表した31。それゆえ

に、領海警備についてはこれらの別稿に譲

り、以下では、もう一つの主要施策の提言

として、海洋空間計画を論じておく。 
 
4．3 第 4 期海洋基本計画の主要施策として

の 海 洋 空 間 計 画 （ Marine Spatial 

Planning） 

（1）海洋空間計画 

 海洋空間計画については、公刊されてい

る第 4 期海洋基本計画への提言でも、詳細

な説明とともに指摘されている32。ここで

は、紙数の制約により海洋空間計画につい

て詳細な説明をすることはできないが、こ

の提言に倣って、海洋空間計画を次のよう

に理解する。 
 同提言は、多様化・高密度化した海洋の

利用形態を踏まえて、海岸・沿岸域、さら

には、排他的経済水域や大陸棚を含む広大

な海洋空間の、総合的管理を提唱する。そ

して、海洋空間計画とは、広大な海域を包

括的に捉えて、海域における人間活動の空

間的・時間的な配分を行い、海洋の利用と

保全を戦略的に計画していくことである33。 
 本稿が、海洋空間計画を、海洋の安全保

障という海洋基本計画の主柱に基づいて、

主要な施策として提言するのは、次の理由

による。先に述べたように、海洋の安全保

障という主柱は、二つの理由により、第 4
期海洋基本計画及び一定程度にはそれ以後

の海洋基本計画においても、維持されるべ

きであると説明した。そのうちの二つ目の

理由が、まさに、海洋空間計画を主要な施

策として提言する理由を示す。すなわち、

海洋の安全保障という主柱は、多様な海洋

政策の「総合的把握」と、それらの「統合

的実施」と、そのための総合海洋政策本部

及び参与会議の機能の活用という、壮大で

挑戦的な海洋政策の構想とそのための制度

構築を要求する。そうした理由により、本

稿は、海洋の安全保障を、第 4 期海洋基本

計画と一定程度にはそれ以後も、主柱であ

るべきと提言している。そして、まさに海

洋空間計画は、海洋空間についての国や地

方自治体による総合的な海洋政策の策定と、

それらの統合的な実施をその本旨としてい

るからである34。海洋空間計画は、海洋の

安全保障という主柱が支える、海洋政策と

制度構築に係る根本的な考え方を、最も端

的に反映する施策といえるからである。 
 
（2）第 3 期計画における海洋空間計画 

 すでに、第 3 期計画も、海洋空間計画に

言及し、実施主体は内閣府とする。すなわ

ち、「諸外国においても導入事例のある『海

洋空間計画』については、その実態の把握

に努め、我が国の海域の利用実態や既存の

国内法令との関係等を踏まえつつ、その必

要性と課題及び活用可能性につき検討を進

める。」とする35。 
もっとも、「合同アピール」によれば、「第

3 期海洋基本計画の実施期間においては、

漁業法の改正、海洋再生可能エネルギー発

電設備の整備に係る海域の利用に関する法

律（以後、再エネ海域利用法）の制定等に

みられるように、沿岸域の総合的管理には

一定の進展がみられたが、同計画では沿岸

域の総合的管理が施策「3．海洋環境の維

持・保全」の下に位置付けられ、本来、沿

岸域の総合的管理が持つ「総合性」が矮小

化されたという懸念もある。」とし、さらに、

「海洋利用の対象空間は拡大しつつあるが、

一方で、排他的経済水域や大陸棚とい った

海洋空間の総合的管理は、緒についたばか
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りである。」とする。 
 

（3）第 4 期海洋基本計画における海洋空間計

画の実施 

こうした提言は、第 3 期計画の実施期間

では、海洋空間計画は、着手はされたかも

しれないが、十分に実施されたとはいいに

くいという評価である。それを裏付けるよ

うに、令和 3 年度意見書は、「次期計画（第

4 期海洋基本計画、筆者）の策定にあたっ

て重要な論点となりうるもの」として36、

「横断的に（参与会議で）議論した事項」

の一つに「洋上風力発電に係る海域利用の

ルール化」を挙げて、それを論じた箇所で、

「その際、世界有数の広大な管轄海域の活

用を進めるべく、第 3 期計画」の海洋空間

計画に係る記載（4．3.（2）に再録、筆者）

に「留意する必要がある。」とする37。 
こうした微温的な表記にとどまったこと

の背景は、参与会議での議論からもうかが

える。同意見書の採択に先行する参与会議

での議論を注意深くみると、何人かの参与

が、適当な場合には、沖合での洋上風力発

電の実現と関連させながら、海洋空間計画

の推進を進言している。これに対して、総

合海洋政策推進事務局（以下、事務局）及

び関係省庁は、ほぼ一貫して、消極的な発

言をしている。それに際しては、上記の提

言が指摘する点や、海洋利用の調整にかか

る困難や課題といった、具体的な理由は説

明されてはいない38。  
本稿は、すでに論証したように39、主要

な施策を海洋基本計画の主柱とそれが主柱

たる理由から導こうとする。海洋の安全保

障という主柱は、多様な海洋政策の「総合

的把握」と、それらの「統合的実施」と、

そのための制度構築を要求する。海洋基本

法の本旨に従い40、そうした制度として期

待されるのは、堅牢な官僚機構と並行して

機能する、総合海洋政策本部及び参与会議

である41。海洋空間計画は、こうした制度

構築にまさに符号する施策といえる。 
 

（4）海洋空間計画の実施手法 

 もっとも、海洋空間計画は、海洋の安全

保障が主柱として持つ意義と同じく、多様

な海洋政策の「総合的把握」と、それらの

「統合的実施」と、そのための制度構築と

いう、壮大で挑戦的な試みである。それゆ

えに、上記の「合同アピール」の慎重な評

価にあるように、第 3 期計画が「海洋空間

計画」に言及してはいるものの、即時にそ

の実施が完遂するわけではない。けれども、

「空間」を想定して、海洋利用にこれを配

分するという発想は、すでに、海洋保護区

の実践にみるように、日本も経験してきて

いる42。以下に、簡潔にこれを説明しておく。 
 第一に、海洋利用において空間を想定す

るという発想は、海洋保護区についてすで

に日本もこれを実践してきている。海洋保

護区では、その目的は海洋環境の保護に限

定されてはいても、当該海域における多様

な海洋利用、すなわち、航行、漁獲、観光・

レジャー、輸送などの利用に対して、各々

の利用海域を限定したり、資源開発を規制

したりする。それは、一種の海洋空間計画

といえる。上述のように、海洋空間計画と

は、広大な海域を包括的に捉えて、海域に

おける人間活動の空間的・時間的な配分を

行い、海洋の利用と保全を戦略的に計画し

ていくことである。それに照らせば、海洋

保護区の実践が、少なくとも海洋空間計画

に類似の発想に立脚することは、容易に理

解できる。 
 しかも、総合海洋政策本部参与会議は、

2019 年度に、「海洋保護区のさらなる拡大

と管理の在り方に関する SG（Study Group）」
を設置し、海洋保護区の検討を行うととも
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に、総理に手交した令和元年度意見書には、

「我が国における海洋保護区の面的拡大・ 
質的拡充に関して、非生物資源の開発及び

生物資源の持続的利用と調和した拡充の可

能性、国際法との整合性、日本型海洋保護

区に対する国際的な支持獲得等の課題につ

いて、外部有識者を交え検討を行った。」と

している43。 
 したがって、日本は、海洋保護区の実践

をもつとともに、海洋保護区の一層の拡充

を図るための検討を続けている。その意味

で、海洋保護区が少なくとも海洋空間計画

と類似の発想に立脚する限りにおいて、海

洋空間計画の発想は、日本にとって既知と

いえる。 
第二に、海洋空間計画を実施する法規制

の手法は、従来の手法とは異なり、海洋を

「海洋空間」として捉えることから、それ

に適した手法が求められる。日本は、海洋

利用の法規制としては、海洋汚染防止法、

漁業法、船舶安全法等の多数の法律に明ら

かなように、海洋汚染・漁獲・船舶航行と

いった「事項別」の法律を制定してきた。

これは、日本法に独自ではない。国際法で

も、国連海洋法条約や国際海事機関が主導

した多くの条約に典型的であるように、「事

項別」に海洋利用を規律している44。これに

対して、海洋空間計画の実施においては、

新しい規制手法、すなわち、「事項横断的規

制」及び「統合的規制」が有用である。こ

れらの規制手法は、「生態系アプローチ」45の

下で採用されるが、第 3 期計画も施策に挙

げる「管轄外区域の生物多様性の保存と管

理」46のための規制として、注目されている。 
 「事項横断的規制」とは、事項別規制と

異なり、次の発想をもつ。海域を空間（あ

るいは比喩的に「閉じた水槽」）で捉えて、

そこで展開する多様な海洋利用に対して、

特定の目的（たとえば、海洋環境保護、資

源の保存と管理、生物多様性の保存と持続

的利用）のために規制する場合に、各事項

へのそれぞれ相互に独立の規制ではなく、

すべての海洋利用（すなわちすべての事項）

からの効果（たとえば、生物多様性への有

害な効果）の総和を基礎として、規制をか

けるのである47。詳細には踏み込まないが、

海洋を空間と捉える海洋空間計画では、従

来の海洋利用の規制手法とは異なる手法が

有用であることは明らかである。 
 
（5）海洋空間計画への着手―洋上風力発電 

 日本は、世界第 6 位の広大な管轄海域をも

つのであり、そのすべてについて即時に海洋

空間計画を策定することは極めて困難であ

る。そこで、実際の着手としては、たとえば、

限定した管轄海域を対象とするとか、特定の

事項に即して、海洋空間計画に着手すること

が考えられる。いわば、海洋空間計画やその

ための規制手法の理念や考え方を、「演繹的

に」論じてこれを広大な海域に即時に適用す

るという演繹的アプローチに対して、限定し

た海域や特定の事項に即して、実際に海洋空

間計画を実施し、その経験の積み重ねにより、

海洋空間計画の実施を徐々に広大な海域に

広げていくという帰納的アプローチである。

帰納的な海洋空間計画の実践に着手する好

例としては、洋上風力発電が挙げられる。第

4 期海洋基本計画へのいくつかの提言が一致

している48ことに明らかなように、洋上風力

発電49、とくに、領海からさらに沖合である

排他的経済水域（以下、EEZ と記す）での浮

体式洋上風力発電が、社会実装を伴ってきて

いる50。 
 EEZ における浮体式洋上風力発電が、海

洋空間計画と結び付けられて、その一環と

して検討され実施されるべきことは、参与

会議でも指摘されている51。洋上風力発電

の実施では、海洋空間計画の具体的な内容
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は、何よりもまず、同一海域で行われる多

様な海域利用がもたらす利益を相互に調整

して、洋上風力発電のための海域を選定す

ることである。それは、先に海洋空間計画

の内容として確認したように、海域におけ

る人間活動の空間的・時間的な配分であり、

食料生産、海運、資源開発、観光、生物多

様性の保全、気候変動対策、海洋の安全、

海洋の安全保障といった、多様な海域利用

や活動が実現する利益の相互調整による、

海洋空間の戦略的で計画的な利用である52。 
 ここで、次の点を認識する必要がある。

「海洋空間計画」と、すでに「海洋再生エ

ネルギー発電設備の整備に係る海域の利用

の促進に関する法律（以下、再エネ海域利

用法と記す）」により定められた、「海域利

用のルール化」とは、各々別の意義をもつ。

海域利用のルール化とは、洋上風力発電の

ために当局が海域を選定した後、事業者が

再エネ海域利用法の手続きに従って占有の

申請、当局による占有許可、環境アセスメ

ント等を経て事業開始といった、一連の流

れをルール化することである53。そして日本

は、内水や領海内の洋上風力発電において、

再エネ海域利用法に従い、海域利用のルー

ル化とその適用を実践しつつ行いつつある。 
こうした実践を踏まえて、EEZ という広

い海域での空間利用計画の一環として、洋

上風力発電の実施海域を選定し、国際法に

適合する国内法整備による海域利用のルー

ル化とその適用を実施することが、第 4 期

海洋基本計画の主要施策となるはずである。 
 

 

 

 

 

 

 

5．おわりに 

 本稿は、第 4 期海洋基本計画及びそれ以

後の海洋基本計画も射程にいれて、その主

柱と主要施策の提言を行った。それに際し

ては、海洋基本法や第 3 期計画等の政府に

よる文書、総合海洋政策本部及び参与会議

等の政府関連機関での議論を参照して、筆

者の参与としての経験も踏まえながら、主

に国の考え方をたどりながら、海洋基本計

画への提言を試みた。ただし、本稿の提言

が社会実装から乖離しないように、すでに

公刊されているいくつかの団体による提言

も参照した。 
 本稿の結びに代えて、2 点を強調してお

きたい。第一に、日本が海洋大国であり海

洋立国というのであれば、海洋政策は、あ

まねく国民の意思に広く深く根差したもの

でなければならない。なぜなら、海洋大国

や海洋立国は、日本国民すべてにとっての

日本を指すことばだからである。第二に、

堅牢な官僚機構と並行して、海洋基本法の

趣旨に基づいて制度構築された総合海洋政

策本部及び参与会議がしかるべく機能する

ことにより、海洋政策が、「総合的」に、そ

して本稿で繰り返し説明した意味で「統合

的」に、策定され実施されることを、何よ

りも本稿の提言の締めくくりとしたい。 
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＊本稿の URL は、すべて、2022 年 9 月 25 日

に最終閲覧した。 
1 本稿の年号は、原則として西暦によるが、

文書の原典が和暦で年号を記載している等、

適当な場合には、和暦を用いる。 
2 たとえば、以下のとおり。海洋の安全保障

及び領海警備につき、森川幸一（2019）「海

上法執行活動に伴う use of force の概念」岩

沢雄司・森川幸一・森肇志・西村弓編『国

際法のダイナミズム- 小寺彰先生追悼論文

集』（有斐閣）651-677 頁。村上暦造（2005）
『領海警備の法構造』(中央法規出版。山本

草二（1990）「無害通航に当たらない領海侵

犯」『我が国の新海洋秩序』第 3 号（海上保

安協会）71-89 頁。A. V. Lowe (1986), “Some 
Legal Problems arising from the Use of the 
Sea for Military Purposes,” Marine Policy, vol. 
10, issue 3, pp. 171-184.また、後注 20 の兼原

敦子「領海警備に係る法整備の提言」に挙

げる文献。関連する政府見解については、
Atsuko Kanehara (2022), “The Impact on 
Japan’s Coast Guard and Maritime Security 
Caused by China’s Coast Guard Law of 2021,” 
Japanese Yearbook of International Law, vol. 
65, forthcoming.洋上風力発電と海洋空間計

画につ いて は、 Karen N. Scott (2006), 
“Tilting at Offshore Windmills: Regulating 
Wind farm Development within the Renewable 
Energy Zone,” Journal of Environmental Law, 
vol. 18, no.1, pp, 89-118. 木下健（2019）「洋

上風力発電の現状と課題」『日本海洋政策学

会誌』9 号、4-13 頁。高橋寿一（2014）「洋

上風力発電と海洋空間計画（ Maritime 
Spatial Plan）―ドイツ法を素材に」日本エ

ネルギー法研究所『海洋の開発・利用に係

る法的問題の検討』、65-86 頁。   
3 第 3 期海洋基本計画は、

https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/plan/pla
n03/pdf/plan03.pdf. 以下、混乱を生じない限

り、第 3 期計画と記す。 
4 総合海洋政策本部参与会議の機能とそれに

よる第 4 期海洋基本計画については、兼原

敦子（2022）「第 4 期海洋基本計画にむけて

―総合海洋政策本部参与会議の機能―」『海

の 論 考  OPRI Perspectives 』 第 25 号
https://www.spf.org/global-data/opri/perspecti

 
 
 

ves/prsp_025_2022_kanehara.pdf. 以下、「参

与会議」と記す。 
5 総合海洋政策本部第 65 回参与会議（以下、

誤解を生じない場合には、総合海洋政策本

部参与会議を、単に、参与会議と記す）の

参考資料によると、「第 4 期海洋基本計画策

定に向けた主なスケジュール」では、令和

5 年 5 月頃に第 4 期海洋基本計画が閣議決

定されると記載されている、
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo
/dai65/sankou1.pdf. 

6 海洋基本法をはじめ、海洋政策に係る基本

的な文書は、内閣府のホームページで閲覧

できる、https://www8.cao.go.jp/ocean/. 
7 第 3 期計画 8 頁。 
8 同上 8-12 頁。 
9 同上 12-15 頁。 
10 「総合的な海洋の安全保障」については、

２．で詳述する。 
11 第 3 期計画 15-27 頁。資料の内容は非公表

であるが、「第 4 期海洋基本計画における主

柱及び主要施策（案）」という文書が、2021
年 12 月 1 日開催の第 61 回参与会議で、資

料として配布されている、
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo
/dai61/61index.html. 

12 第 3 期計画 15-19 頁。 
13 同上 15-19 頁。第 3 期計画は、「様々な分

．．．．

野に横断的にまたがる海洋政策を幅広く捉
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

え
．
、我が国が海洋国家として平和と安定、

そして繁栄を達成していくために必要な政

策を提示していく必要がある（傍点筆者）。」

とする。 
14 同上 19-27 頁。 
15 たとえば、日刊工業新聞「社説／第 3 期海

洋基本計画 海洋技術立国へ技術力高めよ」

2018 年 5 月 25 日 
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/004748
92?gnr_footer=0013316; 海上保安新聞「安

全保障を強化 第 3 期海洋基本計画を閣議

決定」2018 年 5 月 29 日
https://blog.canpan.info/kaiho-shinbun/archive
/374; 毎日新聞「政府：安保シフト鮮明 海

洋計画を決定」2018 年 5 月 16 日
https://mainichi.jp/articles/20180516/ddm/002/
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010/045000c; 日本経済新聞「資源開発から

安保重視へ転換 海洋基本計画を閣議決定」

2018 年 5 月 15 日
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO305
11370V10C18A5MM0000/. 

16 第 3 期計画における「総合的な海洋の安全

保障」を核心とする海洋政策の総合と統合

については、兼原敦子（2018）「第三期海洋

基本計画が描く安全保障の姿」、月刊『公明』

2018 年 8 月号 22 頁以下を参照。以下、「第

三期海洋基本計画」と記す。 
17  Douglas Guilfoyle (2017), “Maritime Law 

Enforcement Operations and Intelligence in an 
Age of Maritime Security”, International Law 
Studies, vol. 93, p. 209. この点につき、安倍

元内閣総理大臣の発言も含めて、「第三期海

洋基本計画」24 頁参照。 
18 「参与会議」3 頁。 
19 令和 4 年 5 月 31 日発出の、自由民主党政

務調査会、宇宙・海洋開発特別委員会によ

る「第４期海洋基本計画の策定に向けた提

言」は、「海洋の安全保障」、「経済安全保障」

や「脱炭素社会の実現」等を明確に位置付

けて戦略目標を設定することとし、これを

海洋政策に「横ぐしを刺す」戦略と表現す

る。そして基本計画の実施のために、海洋

政策の「総合的調整機能や司令塔機能」等

の維持・回復・向上の必要性を主張する。

これも、本稿が海洋の安全保障を主柱とす

る、多様な海洋政策の総合と及びそれらの

「統合的な」実施と、そのための制度に着

目することと同旨といえる、
https://www.jimin.jp/news/policy/203749.html, 
以下、「自民党提言」と記す。 

20 第 61 回参与会議でも、議事概要によれば、

「総合的な海洋の安全保障」が主柱として

表現され、第 4 期海洋基本計画でも、これ

が主柱となるべきであるといった議論が行

われていることがわかる、
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo
/dai61/gijigaiyou61.pdf, 1-8 頁。 

21 紙数の関係で本稿ではとりあげないが、経

済安全保障が、海洋政策にとどまらず、日

本という国家の喫緊の優先課題であること

は、2022 年に経済安全保障推進法が成立し

 
 
 

たことにおいても明白である。また、すで

に第 3 期計画において、海洋の安全保障の

補強となる施策として経済安全保障が挙げ

られている、第 3 期計画 18 頁。 
22 「自民党提言」もこれに言及する、1 頁。 
23 「第三期海洋基本計画」23-24 頁。 
24 「自民党提言」も同旨の提言を含む、1 頁。 
25 冒頭で説明したように、本稿の提言が社会

実装から乖離しないように、すでに公刊さ

れている、第 4 期海洋基本計画へのいくつ

かの提言も踏まえる。 
26 参与会議が岸田内閣総理大臣に手交した

令和 3 年度意見書も、引き続き、総合的な

海洋の安全保障を次期計画の主柱とすべき

と提言する。「現在、我が国周辺海域を取り

巻く情勢はより一層厳しさを増しており、

中国海警局に所属する船舶による領海侵入、

外国軍艦による領海内の航行等の活発化等

我が国の海洋権益はこれまでになく深刻な

脅威・リスクにさらされている。このよう

な状況において、第３期計画第１部２－１

に明記されている「総合的な海洋の安全保

障」は非常に重要であり、引き続き次期計

画 の 主 柱 と す べ き で あ る 。」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo
/20220720/ikensho.pdf, 2 頁。以下、「令和 3
年度意見書」と記す。 

27 たとえば、第 3 期計画に先行して、2017
年 4 月に総合海洋政策本部で、安倍内閣総

理大臣は、次の指示を出した。「次期海洋基

本計画では、『海洋の安全保障』を幅広く取

り上げ、領海警備、治安の確保、災害対策

などの課題への取組を強化し、海上保安体

制の強化はもとより、さまざまな脅威・リ

スクの早期察知に資する海洋状況把握（Ｍ

ＤＡ）の体制確立や国境離島の保全・管理

に万全を期す」、兼原敦子「第三期海洋基本

計画」に再録、24 頁。さらに、第 3 期計画

の現状認識は次のとおり。「我が国の海洋権

益はこれまでになく深刻な脅威・リスクに

さらされている状況にある。例えば、外国

公船による領海侵入、外国軍艦による領海

内の航行等の活動の活発化及び活動範囲の

拡大、外国漁船等の違法操業及び漂着・漂

流、外国調査船による我が国の同意を得て
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いない排他的経済水域内での海洋調査活動、

我が国を飛び越える弾道ミサイル発射や我

が国の排他的経済水域への弾道ミサイル発

射をはじめとする北朝鮮の挑発行動、大量

破壊兵器の・弾道ミサイル関連物資の輸送

活動等．．．」、「加えて、我が国にとって重要

なシーレーンの安定的な利用に対する脅

威・リスクが生じていること。国際条理で

は、国際法上の根拠が必ずしも明らかでは

ない、海洋権益等に関する主張が展開され

るなど、国際的な海洋秩序を動揺させかね

ない動きもみられる。」、第 3 期計画 3 頁。 
28 「令和 3 年度意見書」2、6、14-15 頁。 
29 「自民党提言」1 頁。「Society 5.0 時代の海

洋政策―次期海洋基本計画に対する意見―」

2022 年 9 月 13 日一般財団法人日本経済団

体連合会、
https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/080_
honbun.pdf, 11 頁。以下、「経団連提言」と

記す。「海洋・沿岸域の総合的権利の実現に

向けたアピール～第 4 期海洋基本計画への

政策提言～」日本海洋政策学会・日本沿岸

域学会合同アピール委員会（2021 年 12 月）、

日本海洋政策学会の HP にリンクが掲載さ

れている、
https://oceanpolicy.jp/jsop/index.html, 12-13
頁。以下「合同アピール」と記す。 

30 岸田内閣総理大臣施政方針演説（2022 年 1
月 17 日）にも、次の言及がある。「中国に

は、主張すべきは主張し、責任ある行動を

強く求めていきます。．．．北朝鮮が繰り返す

弾道ミサイルの発射は断じて許されず、ミ

サイル技術の著しい向上を見過ごすことは

できません。こうしたミサイルの問題や、

一方的な現状変更の試みの深刻化、軍事バ

ランスの急速な変化、宇宙、サイバーとい

った新しい領域や経済安全保障上の課題。

これらの現実から目を背けることなく、政

府一丸となって、我が国の領土、領海、領

空、そして、国民の生命と財産を守り抜い

ていきます。このため、概ね一年をかけて、

新たな国家安全保障戦略、防衛大綱、中期

防衛力整備計画を策定します。．．．海上保安

庁と自衛隊の連携を含め、海上保安体制を

強化するとともに、島嶼防衛力向上などを

 
 
 

進め、南西諸島への備えを強化します。」
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/state
ment/2022/0117shiseihoshin.html. 

31 兼原敦子（2022）「領海警備の法整備―喫

緊の課題」『ジュリスト』＃1569（2022 年 4
月号）100 頁以下。兼原敦子（2022）「領海

警備に係る法整備の提言」『上智法学』第

65 巻第 4 号 11 頁以下。 
32 「合同アピール」の提言 2 にいう「海洋空

間の総合的管理」が、海洋空間計画の理念

を示す、1、4 頁。 
33 同上 4、6-8 頁。 
34 「合同アピール」4 頁も、同旨と解される。

もっとも、「合同アピール」では、一貫して

「総合的」管理の語が用いられている。本

稿は、先に説明し、兼原敦子「参与会議」

で強調した意味において、「総合的」との比

較において、「統合的」の語を用いている。 
35 第 3 期計画 68 頁。また、同頁注 91 は、海

洋空間計画は、「総合的な海域管理と多様な

資源の持続可能な利用を目的とする管理利

用計画」とする。 
36 「令和 3 年度意見書」3 頁。 
37 同上 5 頁。 
38 第 63 回参与会議議事概要、

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo
/dai63/gijigaiyou63.pdf, 1-10 頁。〇が参与の

発言、●が事務局及び関係省庁の発言。 
39 本稿４．３．（１）。 
40 海洋基本法の 1 条は、「総合海洋政策本部

を設置することにより、海洋に関する施策

を総合的かつ計画的に推進し」と規定する。

本稿が、海洋政策の「総合的」策定ととも

に、「統合的」な実施を重視することは上述

のとおり、２．２（２）。 
41 「参与会議」2 頁。 
42 2010 年に開催された生物多様性条約（CBD）

締約国会議で決められた、いわゆる「愛知

目標」を受け、第 3 期計画においては、「2020 
年までに管轄権内水域の 10％を適切に保

全・管理することを目的として、『海洋生物

多様性保全戦略』も踏まえ、海洋保護区の

設定を推進する。」 としている、第 3 期計

画 49 頁。また日本は、2019 年４月には自

然環境保全法を改正し、沖合域の海洋保護
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区指定制度を創設し、海洋環境保護を推進

している。自然環境保全法の国際法上の問

題について、Junichi Eto and Atsuko Kanehara 
(2020), “Japan’s Amendment of the Nature 
Conservation Act That Provides for the 
Establishment of Marine Protected Areas on 
the Seabed”, Japanese Yearbook of 
International Law, vol. 63, pp. 234 et seq. 

43 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo 
/20200630/ikensho.pdf, 6-7 頁。 

44 兼原敦子（2016）「国家管轄外の海洋生物

多様性に関する新協定―公海制度の発展の

観点から―」『日本海洋政策学会誌』第 6
号 11 頁以下。兼原敦子（2021）「伝統的海

洋法への挑戦―国家管轄外の生物多様性

（BBNJ）の保存と持続的利用をめぐって―」

薬師寺公夫他編『国家管轄外区域に関する

海洋法の新展開』、（有信堂）3 頁以下。以

下、「伝統的海洋法への挑戦」と記す。 
45 生態系アプローチについては、「伝統的海

洋法への挑戦」12-15 頁。 
46 国際法におけるその展開と意義について

は、同上 1-2 頁。第 3 期計画も、「国家管轄

権外区域の海洋生物多様性の保全及び持続

可能な利用の推進」として、「国家管轄権外

区域の海洋生物多様性（BBNJ）の保全及び

持続可能な利用の重要性に鑑み、新協定の

作成に係る政府間会議等の議論に積極的に

参加していく。」と記載する、第 3 期計画

50 頁。 
47 「伝統的海洋法への挑戦」16-17 頁。事項

横断的規制と密接に結びつく海洋規制の考

え方として、「統合的規制」がある。これに

ついては、紙数の制限により本稿では展開

しないが、同、17-18 頁参照。 
48 「自民党提言」3 頁。「経団連提言」8-9 頁。

「合同アピール」14-15 頁。一般財団法人

海洋産業研究・振興協会「第 4 期海洋基本

計画の策定に向けた提言」 
https://www.rioe.or.jp/pdf/202203.pdf, 1-2 頁。 

49  法案段階での検討ではあるが、來生新

（2018）「『海洋再生エネルギー発電設備の

整備に係る海域の利用の促進に関する法律

案』の紹介、その意義と展望の検討」『日本

海洋政策学会誌』第 8 号 14 頁以下。 

 
 
 
50 來生新（2021）「領海外水域の開発と法～

洋上風力発電の EEZ への展開を例に～」

『Ocean Newsletter』第 514 号。 
51 第 62 回参与会議議事概要、 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo
/dai62/gijigaiyou62.pdf, 16-19、22 頁。 
上注 37 のように、「令和 3 年度意見書」で

も、洋上風力発電と結び付けて、海洋空間

計画に言及している。 
52 「合同アピール」6、8 頁。 
53 この点は、参与会議でも指摘がある。第 62

回参与会議議事概要、前注（51）16-17 頁。 
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海洋生物資源利用の動的変遷と管理体制 

―東インド洋の漁業と国際連携に向けた展望― 
 

小林 正典＊ 

 
 

 海洋生物資源の保全と持続可能な利用に向け、新協定の交渉が進められるなど、国際的

な法制度整備が進められている。東インド洋は漁獲量が急速に増大する一方、地域漁業管

理機関がこの海域を対象としておらず、その他の多国間制度は東インド洋に特化していな

い、あるいは、海洋汚染防止などの対象を限定しているなどの理由から、海洋保護区を含

む区域型管理ツールの立案・効果的実施には制度的発展が必要となっている。 
 
キーワード：東インド洋、海洋生物資源、地域漁業管理機関、海洋保護区 

区域型管理ツール 
 
 
 
1．序論 

海洋は地球の表面積の 71%を占め、生物

が生息する 95%の領域を構成している1。こ

のうち、各国の国家管轄権下にある領海お

よび排他的経済水域（EEZ）を超えた公海、

いわゆる国家管轄権外区域は、地球の表面

積の 45％、海洋の表面積の 64%、海洋の容

積の 95%を構成している2。ただ、海洋は依

然として未知の分野が大きく、海洋生物の

詳細が調査されている海洋層構造や海底な

どは、全体の 100 万分の 1 程度と推定され

る3。一方で、人口増加や経済発展に伴い、

海洋生物資源の利用は加速度的に増大して

いる。その結果、海洋の生物資源やその多

様性は、減少傾向にあり、海洋生物資源の

喪失や枯渇が懸念されている4。このため、

国家管轄権内の海洋生物資源の保全と併せ、

国家管轄権外区域の海洋生物資源の保全の

重要性が広く認識されてきている。 
 海洋生物資源の保全に向けた取り組

みを加速させる必要性がある中で、国家

管轄権外区域は、国家の主権や管轄権が

及ばず、その保全に向けては新たな国際

的法制度が必要となっている。そうした

観点から、国家管轄権外区域の海洋生物

多様性（BBNJ）の保全と持続可能な利

用に関する国際的な法的拘束量のある

文 書 （ International legally binding 
instrument on the conservation and 
sustainable use of marine biological 
diversity beyond national jurisdiction, 
BBNJ 新協定）の交渉が国連において進

（論文） 

 
＊  公益財団法人笹川平和財団海洋政策研究所・主任研究員 
投稿受付：2022 年 9 月 27 日   掲載決定：2023 年 1 月 5 日 

－ 17 －



海洋生物資源利用の動的変遷と管理体制 ―東インド洋の漁業と国際連携に向けた展望― 

 

められている 5。海洋遺伝子資源（MGR: 
Marine genetic resources）、環境影響評価、

能力構築および海洋技術移転と並んで、

海洋保護区を含む区域型管理ツールが

重要な項目となっている。新協定が成立

すれば、国家管轄権外区域、海水面や海

水層で言えば公海において関係国が新

協定の下で海洋保護区や海域利用計画

を通じて海洋生物多様性を保全し、持続

可能な海洋生物資源の利用を進めるこ

とが可能となる 6。しかし、その実現には、

新協定の成立もさることながら、関係国

が連携して特定海域において海洋保護

区や区域型管理ツールを提案し、合意形

成を図り、合意内容の履行確保を図って

いくことが必要で、そうした目的の実現

には様々な課題がある 7。  
 本稿では、公海における生物資源の利用

状況について、特に、漁業に焦点を当て、

漁業資源の利用の動的変遷を考察する。そ

の上で、近年、漁獲量の増加率が高い東イ

ンド洋を例に、その地域協力を進める制度

的枠組みの現状と課題を論じる。そうした

考察を踏まえ、特にインド洋やアジア・太

平洋を中心に海洋保護区を含む区域型管理

ツールの導入の可能性やその効果的実施に

向けた国際連携推進のための制度的枠組み

の強化に向けた施策の提示を試みる。 
 

2．国家管轄権外区域における生物多様

性を巡り法制度の展開 

2－1 国家管轄権外区域における海洋生物

多様性評価 

公海の表面積は約 2 億 km2で、世界の海洋

面積 3 億 6,300 万 km2の 64％を占め、表層・

深層といった外洋海水層および海底面が公

海の生物生息域となっている（図 1）9。海洋

生物資源としては、漁業資源の他に、海底生

態系生物資源や海洋生物遺伝子資源がある。

海底面には豊富な固有種が存在し、多様性に

富み、IUCN の絶滅危惧種に記載されるニホ

ンウナギが、西マリアナ海嶺で、産卵、繁殖

し、東アジアで生育している例に示されるよ

うにその重要性が高い10,11。海洋遺伝資源は、

海洋に生息する植物、動物、微生物等に由来

する遺伝子資源のことで、例えば、研究用試

薬用の酵素として利用されている他、抗がん

剤としての有効性などが研究されている

 

図 1 世界の公海8 
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12,13,14,15。バイオテクノロジーの進歩により、

海洋生物資源を利用する様々な医薬品や保

健、食品、化粧品など幅広い用途で製品の商

業化が試みられ、その市場規模は今後更に拡

大することが見込まれている16,17,18。 
 
2－2 国家管轄権外区域における水産資源 

 世界の海面漁獲量は 1980 年半ばまで堅

調に増加し続け、1996 年の 1,136 万 9 千ト

ンをピークにその後は横ばいを保っている

（図 2）。一方、日本の海面漁獲量は、1984 
年をピークに減少し続け、2019 年の海面漁

獲量は 1984 年のピーク時の 30%にまで減

少している。世界の漁業が拡大、その後は

横ばいを続ける中で、日本の海面漁獲量は

減少傾向にあり、1.75%増大した 2018 年を

除いて、2010 年以降も毎年 0.02〜7.44％の

減少を繰り返している。 

世界的な漁獲量の増大により、世界の漁

業資源量は減少傾向にあり、自然再生によ

り資源量が維持できる魚種は 1974 年時点

では 90%であったものが、2017 年の時点で

65.8%に減少している（図 3）。また、乱獲 
の対象となっている魚種が 34.2%に達して

0
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図 2 世界と日本の海面漁獲量の推移（1950-2019 年） 

乱獲魚種: 34.2%（2017年）

最大持続可能漁獲魚種: 59.6% （2017年）

低漁獲魚種: 6.2%（2017年）

年

生物学的に非持続可能 生物学的に持続可能

割
合
い

％

FAO (2020)より著者作成  
図 3 世界の漁業資源の現況（1974-2017 年）19 

－ 19 －



海洋生物資源利用の動的変遷と管理体制 ―東インド洋の漁業と国際連携に向けた展望― 

 

おり、持続可能な開発目標 SDG14.4 におい

て規定される乱獲を停止するとの目標が実

現されていない。 
 世界の漁獲量上位 8 か国をみると、中国

の漁獲量が最大であり、2019 年においては、

1,233 万トンを記録し、インドネシアが 700
万トン、ペルーが 483 万トンと続いている

（図 4）。日本の漁獲量は 1990 年、966 万ト

ンと世界最大で、ロシアの 700 万トン、ペ

ルーの 684 万トン、中国の 585 万トンがそ

れに続いていた。その後は日本の漁獲量は

年々減少傾向をたどり、2019 年の日本の漁

獲量は 321 万トンと中国の 4 分の 1 程度と

なっている。中国は、1990 年代に急速に漁

獲量を増やしていったが、1998 年の 1,342
万トンを記録したのを境に一度微減傾向を

示し、2002 年以降は再び緩やかに漁獲量を

増大させた。2015 年に 1,465 万トンを記録

して以降は再び緩やかな減少傾向を示して

いる。一方、2000 年以降、急速に漁獲量を

増やしているのがインドネシアで 2000 年

には 380万トンであった漁獲量が 2019年に

は 700 万トンと 82%の増加を示している。

最も高い増加率を示しているのがベトナム

で、2000 年には 142 万トンであった漁獲量

は 2019 年には 328 万トンと 131%、倍以上

の伸びで漁獲量を増やしており、2019 年に

は日本の漁獲量（320 万トン）を初めて上

回っている。インドは 2000 年 282 万トンで

あったが、2019 年には 369 万トンと 30%の

増加を示した。ロシアは 2000 年 374 万トン

であったものが、2019 年には 473 万トンと

27%の伸びを示している。アメリカは 2000
年に 476 万トンであったものが、2019 年に

おいても 478 万トンとほぼ同水準の漁獲量

を示している。一方、ペルーは 2000 年には

1,063 万トンであった漁獲量が 2019 年には

483 万トンとマイナス 55%の減少を示して

いる。なお、2000-2019 年の日本の漁獲量

はマイナス 37%、中国はマイナス４％であ

った。長期にわたり漁獲量を減少させる日

本、近年漁獲量の減少を示すものの依然と

して最大の漁業国である中国、乱高下する

ペルー、横ばいのアメリカ、漁獲量を急拡
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図 4 漁獲量上位 8 か国の推移（1990-2019 年） 
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大させるベトナム、インドネシア、堅調な

伸びを示すロシア、インドというのが、近

年の主要漁業国の漁獲量の傾向と言える。 
 領海や EEZ 内の漁業資源については、沿

岸国が適切な漁業資源管理を行い、持続可

能な漁業を確立していくことが急務となっ

ている。公海の海洋生物資源として重要な

魚類については、1995 年に採択され 2001
年に発効した国連公海漁業協定が、公海に

おける回遊性魚種の保全と管理に関する制

度的枠組みを提供している20。その特徴と

して、地域漁業機関等による回遊性魚種の

保全と管理を目指すと規定している。世界

の多くの海域で水産資源の保全と管理を進

める地域機関や取極が存在し、資源の評価

や管理を行っている。公海の小型の外洋魚

種については、例えば、北太平洋漁業委員

会（NPFC）が中国、韓国、台湾、ロシア、

アメリカ、カナダ等と連携しサンマ、サバ

類などの資源管理を目指して連携を進めて

いる。近年、不漁が報じられているサンマ

については、NPFC メンバー国で資源評価

が行われ、2017 年に歴史的低水準であるこ

とが示され、これ以上の漁獲拡大は資源の

深刻な減少をもたらすと警鐘が示され、

2019 年にサンマの漁獲枠が合意され、更に、

2021 年 2 月に漁獲枠を 40%縮小することが

合意された21,22,23。回遊魚種である太平洋の

カツオ、キハダマグロ、メバチマグロなど

については、中西部太平洋まぐろ類委員会

（WCPFC）が資源管理のための国際的協力

を推進している。WCPFC の報告では、半

世紀前からの比較では減少しているものの、

ここ数年では資源の枯渇や乱獲は発生して

いないと報告している24。太平洋クロマグ

ロについては、2020 年に資源量回復が報告

され、2021 年 12 月に開催された年次会合

で、太平洋クロマグロの大型魚（30kg 以上）

の漁獲枠を 15%増加することが合意された
25,26,27,28,29。 

大西洋のマグロ類については、大西洋ま

ぐろ類保存国際委員会（ICCAT）が国際協

力を推進している。大西洋ではマグロ類は

1970 年代に減少したが、ビンナガマグロは

2000 年から、タイセイヨウクロマグロは

2004 年から資源が回復傾向にあると報告

している30。その他、例えば北東大西洋の

サバ類は 2006 年まで減少し、その後 2014
年まで増加した経緯があるなど、北東大西

洋漁業委員会（NEAFC）が国際海洋探査協

議会（ICES）の助言を受け、漁業資源管理

措置に従った国際協力を進めている31,32。 
 

 

3．世界的な漁業による海域利用の拡大

傾向と意味合い 

 世界の海域は、主に太平洋、大西洋、イ

ンド洋、地中海、黒海、南大洋、南極海、

北極海と大分される（図 5）。これらの海域

について、海域面積、海域別漁獲量、海域

別単位面積あたりの漁獲量を示す（表 1）。
海域面積、漁獲量ともに太平洋が最も大き

い。一方、海域別単位面積あたりの漁獲量

は地中海・黒海が最も大きく、次いで、太

平洋、大西洋、インド洋の順になっている。

南大洋・南極海、北極海の漁獲量は全体か

ら見れば小さい。 
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表 1 海域別単位面積あたりの漁獲量33 

海域面積 漁獲量
海域別単位面積
あたりの漁獲量

(km2) （トン) (トン/km2)
地中海・⿊海 3,000,000.00 1,390,002.96 0.46
太平洋 169,000,000.00 47,336,311.33 0.28
⼤⻄洋 85,100,000.00 20,042,246.21 0.24
インド洋 60,400,000.00 12,353,070.77 0.20
南⼤洋・南極海 34,100,000.00 369,878.97 0.01
北極海 9,300,000.00 708.00 0.00
FAO (2022) and FAO FishStatJより著者作成

 

 
図 5 世界の海洋区分34 
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図 6 では、それぞれの海域面積および漁

獲量が全体に占める割合を縦横軸で示し、

円で漁獲量を示している。面積および漁獲

量は太平洋が最も大きく、このことから、

海域および漁業管理において、太平洋が重

要な位置を占めていると言える。一方、

1990-2019 年の約 30 年間の漁獲量の推移を

みると、総体的に太平洋の比重が微減して

おり、インド洋の割合が徐々に大きくなっ

てきている（図 7）。1990 年には世界の漁獲

量の 62%を太平洋が占めていたが、2019 年

には 58%にまで漸減している。一方、イン

ド洋の漁獲量は 1990 年では世界の 8%を占

めていたが、2019 年には 15%と倍近くその

割合が増加している。 
 FAO は、世界の海域をもう少し細かく区

分しており、例えば、太平洋であれば、緯

度では東西で、また、経度では北部、中部、

南部で合計６つの小海域に区分している。

同様に、大西洋も 6 つの小海域に区分し、

インド洋は東部と西部の 2 つに区分されて

いる。こうした小海域区分の下で漁獲量の

推移をみると、2019 年では北西太平洋、つ

まり、日本周辺の海域が 1,965 万トンと最

も大きい（表 2）。北西太平洋は 1997 年に

2,402 万トンの漁獲量を記録しているが、

2002 年には 1,964 万トンと 2,000 万トンを

下回った。それ以降は微増し 2014 年には

2,159 万トンを記録したものの、また減少

傾向をたどり、2018 年は 2,053 万トン、2019
年は 2,000 万トンを下回る 1,965 万トンと、

2002 年の水準に低下している。北西太平洋

に次いで 2019 年の漁獲量が大きいのが東

南アジア周辺の海域を含む中西部太平洋で、

1990 年では 740 万トンと北西太平洋の 3 分

の 1 程度であったが、漁獲量は年々上昇し、

2019 年には北西太平洋漁獲量の 70 パーセ

ントにまで達している。南アメリカ大陸西

方の南東太平洋は、1994 年に 2,042 万トン

と北西太平洋とほぼ同じ水準の漁獲量を記

録したが、それ以降は上下変動を繰り返し

ながら低下し、2019 年は 824 万トンと 1994
年のピーク時の半分以下にまで減少してい

る。各々の小海域で漁獲量は異なるパター

ンで増減してきていることがわかる。 
 

-10

0

10

20

30

40

50

60

-10 10 30 50 70

FAO(2022), FAO FishStatJ (2022)より著者作成

⼤⻄洋

総漁獲量に
占める割合（％）

総海面に
占める割合（％）

太平洋

Ｘ
Ｘ

北極海
南⼤洋・南極海

地中海・⿊海

インド洋 ＝ 漁獲量1千万トン

 
図 6 総海面および総漁獲量の海域別割合35 
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表 2 小海域別漁獲量と変化率（1990-2019） 

FAO FishStatJ (2022)より著者作成

2019年の漁獲量
（トン）

1990-2019年の
変化率（％）

インド洋/東部 6,863,450 104.60%
太平洋/中⻄部 13,950,153 88.24%
インド洋/⻄部 5,489,621 67.73%
⼤⻄洋/中東部 5,417,389 30.94%
太平洋/中東部 1,873,915 13.10%
地中海・⿊海 1,390,003 0.07%
⼤⻄洋/北東部 8,410,039 -4.73%
太平洋/北東部 3,168,247 -4.92%
⼤⻄洋/南東部 1,373,186 -5.01%
⼤⻄洋/南⻄部 1,734,582 -8.04%
太平洋/北⻄部 19,652,556 -12.54%
⼤⻄洋/中⻄部 1,396,181 -18.31%
太平洋/南東部 8,236,635 -41.29%
太平洋/南⻄部 454,805 -45.04%
⼤⻄洋/北⻄部 1,710,869 -48.31%
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図 7 海域別漁獲量の割合（1990-2019） 
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 小海域別の漁獲量の変化率だけど見てみ

ると、1990-2019 年の期間で最も高い増加

率を示しているのが東インド洋である。増

加率は 104%で、約 30 年の間に漁獲量が

1990 年には 335 万トンであったものが、

2019 年には 686 万ドンにまで増大している

（表 2）。次いで、中西部太平洋の 88%、3
番目には西インド洋の 68%が続いている。

南太平洋は南西太平洋がマイナス 45%、南

東太平洋がマイナス 41%と共に大きく漁獲

量が減少している。 
 こうした漁獲量の増減の背景には、様々

な要因が推察される。漁獲量が大幅に増大

している要因としては、漁船の規模や数が

増大し、漁獲能力の向上により漁獲量が増

大しているのではないかということは容易

に推察できる（図 8）。一方で、漁獲量が大

幅に減少している要因としては、漁業資源

0
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図 8 小海域別漁獲量の推移（1990-2019） 
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が減少しているということも考えられるが、

おそらくは、漁業規制や管理が機能し、漁

獲量が安定的に管理されていると考えるこ

とができる。こうした点については、魚種

別の漁獲量の変化や資源動態など、経年変

化も含め、更に細かい考察が必要とされる。 
 以降、約 30 年の間に最も高い増加率で漁

獲量が増加している東インド洋の漁業を更

に分析し、急速に漁獲量が増大する海域で

の漁業の実態を考察する。その上で、地域

的な海洋管理や公海漁業協定で公海の漁業

資源管理の推進が想定された地域漁業管理

機関の運用、更には、海洋環境保全と持続

可能な漁業の推進を実現するための地域的

な法制度的枠組みを比較検討し、広域的な

海洋生態系の保全と海洋および漁業資源の

持続可能な利用を実現するための政策・制

度的枠組みの機能と課題の明示を図る。 
 

 

4．東インド洋の海洋および漁業資源管理 

4－1 東インド洋における漁業の傾向 

 東インド洋における漁獲量の傾向として

は、インドネシアが 2019 年には 201 万トン

と最も大きく、次いでインドの 148 万トン、

ミャンマーの 106 万トンと続いている。

2000-2019 年の間での変化率では、バング

ラデシュが 98%の増加率で 2000 年に 33 万

トンであった漁獲量が 2019 年には 66 万ト

ンとほぼ倍増している。次いでインドネシ

アの 65%、インドの 62%、マレーシアの 51%、

スリランカの 40%、ミャンマーの 19%と続

いている。最も大きい減少率を示したのが

日本で、マイナス 60%であった。日本の漁

獲量は 2000 年には 20 万トンであったが、

2019 年には 8 万トンにまで減少している。

2 番目に大きい減少率を示したのはタイの

51%で、2000 年に 76 万トンであった漁獲

量は 2019 年に 37 万トンに減少している。

オーストラリアの漁獲量はマイナス 11%で、

2000 年には 13 万トンであった漁獲量は 12
万トンに減少している。世界最大の漁業国

である中国のこの海域での漁獲量は 2019
年には 42 トンとなっている。1999 年には

5,900 トンを記録しているが、その後の漁

獲量は減少し、現在の水準に至っている。

急激に漁業を拡大させているベトナムはこ

の海域での漁獲量を記録していない。 
 東インド洋での漁獲量について、沿岸国

の EEZ 内の漁獲か EEZ 外の公海での漁獲

かは FAO の統計からは判別できない。しか

し、高度回遊性魚種であるマグロ類（カツ

オ、キハダマグロ、メバチマグロ、ビンチ

ョウマグロ、ミナミマグロ）の漁獲量だけ

で見ると、漁獲量で上位を占める漁業国名

は異なってくる。全ての魚種の総量を示し

た図 9 では、インド、ミャンマー、マレー

シア、バングラデシュ、タイ、スリランカ

の順で並んでいたが、マグロ類だけに限定

すると、漁獲実績があるのはインドネシア、

スリランカ、インドとなっており（図 10）、
ミャンマー、マレーシア、バングラデシュ、

タイの漁獲実績は示されていない。沿岸国

などの間でマグロ類の漁獲能力に差がある

ことが理解できる。インドネシアおよびス

リランカは 1990 年から堅調に漁獲量を増

やし、2019 年のインドネシアの漁獲量は 19
万トンと 1990 年比で 4 倍、スリランカは

2019 年に 5 万 7 千トンと 1990 年比で 2 倍

に増加させている。一方、インドの 1990
年の漁獲量は 1,900 トンであったが、2019
年には 25,000 トンと 14 倍にまで増大させ

ている。 
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図９にインドネシアが含まれていませんが、良いでしょうか？ 
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図 9 東インド洋における主要漁業国の漁獲量の推移（1990-2019 年） 
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図 10 東インド洋における主要漁業国によるマグロ類の漁獲量の推移（1990-2019 年） 
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 東インド洋でマグロ類漁を行ってきた国

や地域の漁獲量の変化を表 3 ではより具体

的に示している。図 10 との関連で、インド

ネシアやスリランカが漁獲量を堅調に増や

してきていることを解説したが、更に強調

できる点としては、インドの急激な漁獲量

の増大である。1990 年には 1,892 トンであ

った漁獲量が 2019 年には 25,601 トンと 14
倍にまで漁獲量を大きく増やしている。一

方、2010 年、台湾は 25,139 トンとインド

ネシア、スリランカに次ぐ漁獲量を記録し

ていたが、2019 年には 4,263 トンにまで漁

獲量を落としている。2000 年に中国が

3,878 トン、また、2010 年にはタイが 3,073
トン、マレーシア、セイシェルも 1,000 ト

ンを超える漁獲量を記録しているが、2019

年には中国は 27 トン、マレーシアは 230
トン、セイシェルは 56 トンと大きく漁獲量

を減らしている。韓国は 1990 年に 1,943 ト

ンを記録しているが以降は漁獲量を減らし、

2019 年の漁獲量は記録されていない。東イ

ンド洋のマグロ類漁獲については、過去 30
年の間にインドネシア、スリランカ、イン

ドが増減はあるものの大きく漁獲量を増や

してきた一方、撤退していた国もあること

がわかる。こうした傾向から、マグロ類な

どの高度回遊性魚種の漁業は特定の国に集

約される傾向があり、沿岸国全てが必ずし

も漁獲しているわけではないことが理解で

きる。海洋環境や漁業資源の地域的な管理

体制を構築していく上では、こうした傾向

や特性にも留意することが必要となる。 

表 3 東インド洋におけるマグロ類国別漁獲量の推移（1990-2019 年） 

国・地域 1990 2000 2010 2019
インドネシア 44,016 123,481 146,407 190,624
スリランカ 26,644 86,279 110,798 56,985
インド 1,892 3,142 10,791 25,601
日本 10,303 17,187 9,691 6,488
オーストラリア 4,885 8,528 4,145 5,507
台湾 13,021 17,459 25,139 4,263
マレーシア 0 0 1,465 230
セイシェル 0 168 1,264 56
中国 0 3,878 2,591 27
タイ 0 1,883 3,073 0
韓国 1,943 0 0 0
非特定国・地域 2,101 6,926 1,202 0
FAO FishStatj (2022)より著者作成
注：数値は主要漁業国のマグロ類（カツオ、キハダマグロ、メバチマグロ、
ビンチョウマグロ、ミナミマグロ）の国別漁獲量の総量を示す。
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4－2 東インド洋を巡る地域的な海洋管理体制 

 東インド洋は先述の通り、インドとイン

ドネシアに挟まれる海域からオーストラリ

ア西方の海域を包含する（図 11）。東イン

ド洋が、南アジア、東南アジア、オセアニ

アに広域に広がることから、その管理体制

については対象海域や対象とする政策目的

など多様な制度が関わっており、これらの

機能を踏まえることが、効果的な地域的海

洋管理体制を構築していく上で重要となる。 
 海洋環境保全と漁業資源管理は異なる地

域機関が取り扱う例が多く、東インド洋の

場合も海洋環境保全と漁業資源管理を一体

として取り扱う地域機関は存在しない。表

4 に示される通り、海洋環境保全と漁業資

源管理を推進する組織は別々になっており、

海洋環境保全を推進する地域機関としては、

SASP（南アジア海計画）が挙げられる。

COBSEA（東アジア海域調整機構）につい

てはインドネシアとタイが、また、PEMSEA
（東アジア海域環境管理パートナーシップ）

はインドネシアがメンバーとなっているが、

活動の中心は東南アジア諸国周辺の南シナ

海や太平洋側となっている。また、SASP
は、南アジアのバングラデシュ、インド、

スリランカ、モルジブが参加しているが、

インドネシア、タイ、ミャンマーは参加し

ていない。 

Marine Regions、FAO Regional Fishery Bodies Map Viewerより著者作成。
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図 11 東インド洋と沿岸国 
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表 4 東インド洋の海洋・漁業資源管理を取り扱う地域機関 
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│
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モ
ル
ジ
ブ

組織的特性

1
APFC（アジア太平洋漁業委員会）
Asia-Pacific Fishery Commission

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

漁業政策に関する地域的政策対話。ワーク
ショップ等の開催。3年に1度の委員会開
催。FAOアジア・太平洋事務所（バンコ
ク）が事務局。

2
BOBP（ベンガル湾計画）
Bay of Bengal Programme

- - - - 〇 〇 〇 〇 沿岸漁業の知見や技術および情報共有。事
務局（インド・チェンナイ）

3
CCSBT（ミナミマグロ保存委員会）
Convention for the Conservation of
Southern Bluefin Tuna

〇 〇 - - - - - -
ミナミマグロの保全および最適利用のため
の資源管理を推進。事務局はオーストラリ
ア・キャンベラ。

4
COBSEA（東アジア海域調整機構）
Coordinating Body on the Seas of
East Asia

- 〇 〇 - - - - -
東アジア海域の海洋環境および沿岸域の開
発と保護を推進。事務局は国連環境計画ア
ジア・太平洋地域事務所（バンコク）。

5
IOTC（インド洋まぐろ類委員会）
Indian Ocean Tuna Commission

〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇
インド洋におけるまぐろ類の管理を推進。事
務局はセイシェル。

6

PEMSEA（東アジア海域環境管理パート
ナーシップ）
Partnerships in Environmental
Management for the Seas of East Asia

- 〇 - - - - - -
東・東南アジアの海域における環境保全と調
和した開発を推進。事務局はフィリピン・ロ
スバニョス。

7
SASP (南アジア海計画)
South Asian Seas Programme

〇 〇 〇 〇

化学物質廃棄物対策、沿岸開発、海洋生物や
生態系の保全など、海洋保護を推進。事務局
はスリランカ・コロンボにある南アジア共同
環境計画（SACEP）。

8

東南アジア漁業開発センター
（SEAFDEC）
Southeast Asian Fisheries Development
Center

- 〇 〇 〇 - - - -
東南アジアの漁業および養殖業の持続可能性
の確保を図る。事務局はバンコク。

9
南インド洋漁業協定（SIOFA）
Southern Indian Ocean Fisheries
Agreement

〇 - - - - - - -
アジアにおける漁業の⻑期的な保全と持続可
能な利用を図る。事務局は仏領レユニオン。

10
南太平洋地域漁業管理機関（SPRFMO）
South Pacific Regional Fisheries
Management Organisation

〇 - - - - - - -
南太平洋における生物資源の保全と管理を推
進。事務局はニュージーランド・ウェリント
ン。

各組織のホームページ等より著者作成、国名の下の〇はメンバー国、-は非メンバー国であることを示す。  
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 一方、漁業資源管理を推進する地域機関や

協定の数は海洋環境保全を取り扱う地域機

関の数より多い。APFC（アジア太平洋漁業

委員会）は、FAO のアジア・太平洋諸国のメ

ンバー国が参加している。ただし、広域な地

域を対象とするが故に、東インド洋に特化し

た議論がなされる制度では必ずしもなく、ま

た、委員会会合の開催自体は 3 年に 1 度と開

催頻度が高くないことから、即応的な対応を

議論するというよりは、長期的な情報共有や

政策協調が活動の中心となっている。BOBP
（ベンガル湾計画）は、その呼称から沿岸・

海洋環境保全を志向しているものとの印象

を与えるが、主たる目的はベンガル湾沿岸国

の沿岸漁業に関する知見や技術および情報

共有を目的としているもので、バングラデシ

ュ、インド、スリランカ、モルジブが参加し

ているが、インドネシア、タイ、ミャンマー

は参加していない。CCSBT（ミナミマグロ保

存委員会）、IOTC（インド洋まぐろ類委員会）

はマグロ類の資源管理に特化している。東南

アジア漁業開発センター（SEAFDEC）は、

東南アジアの漁業や養殖業の持続可能性の

推進を目指しており、東南アジア諸国が参加

しているものの、南アジア諸国は参加してい

ない。南インド洋漁業協定（SIOFA）や太平

洋地域漁業管理機関（SPRFMO）はインド洋

南部の海域の漁業資源管理を行っているが、

東インド洋沿岸国ではオーストラリアが参

加するのみで、その他の沿岸国は参加してい

ない。SIOFA については、モーリシャスやセ

イシェルといった西インド洋諸国と遠洋漁

業国、SPREFMO についてはクック諸島やバ

ヌアツの他に遠洋漁業国が参加している。 
 既存の海洋や漁業を取り扱う地域組織で

は、組織目的で活動内容が規定され、それに

呼応して一定の参加国により運営がなされ

ており、そうした活動の中で、海洋環境と漁

業資源、南アジアと東南アジア、沿岸漁業と

マグロ類魚種など課題別、地域別、魚種別の

細分化が進んできている。APFC は漁業が中

心となっているものの、広域性という意味で

は南アジアや東南アジア諸国を包含してい

るが、その他のアジア・太平洋諸国も含んで

いることから、個別の海域に特化した議論が

行いうる場とは現状ではなりにくい。こうし

た状況から、既存組織では、東インド海域沿

岸諸国全てを交え海洋環境や漁業資源を総

合的に議論できる体制が存在して機能して

いるとは言い難く、東インド洋の海域・海洋

資源に関する保全や持続可能な利用を広域

的、総合的に議論を進めるには一定の制度的

発展が必要となっている。 
 

 

5．公海における海洋生態系の保全と 

持続可能に向けた国際体制 

5－1 国家管轄権外区域における海洋生物

多様性の保全と利用に関する国際文書

（BBNJ 新協定）を巡る動き 

国家管轄権外区域の生物多様性の保全と

持続可能な利用については、特に海洋遺伝

子資源から得られる利益を国際社会と共有

する制度の構築と併せ一体的に進めていく

ために新しい国際協定の策定が提案されて

きた36。公海域の海底鉱物資源は国連海洋

法条約の下で人類の共同財産とされ、その

探査や開発は国際社会全体のために行われ

なければならないと規定され、国際海底機

構（ISA）を通じて衡平に配分する仕組み

が設けられている37。ただし、国連海洋法

条約では、海洋遺伝子資源については明示

の規定がない。一方、生物多様性条約の下

で採択された名古屋議定書は、遺伝子資源

について規定し、ある国の領海や EEZ 内の

海洋遺伝資源を第三国の企業等が持ち出し、

利用する場合には、事前合意をし、契約に

基づく利益配分を行うことが定められてい
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る38。ただし、名古屋議定書は国家管轄権

内の遺伝子資源を対象としており、国家管

轄権外区域の遺伝子資源は対象から外れて

いる。このため、明示の規定のない公海の

海洋遺伝子資源の利用に関する国際法制度

の間隙を埋め、国際的な利益配分を可能に

する法制度の必要性が指摘され、国連は国

家管轄権外区域の海洋生物多様性に関し検

討を行う作業部会を設置し、2006 年より 9
年間に 9 回の作業部会を開催し、2016 年か

らは 4 回にわたり準備委員会を開催した39。

こうした作業を経て、2017 年 12 月の国連

総会決議 72/249 により、「国家管轄権外区

域の海洋生物多様性（BBNJ）の保全および

持続可能な利用に関する国連海洋法条約

（UNCLOS）の下での国際的な法的拘束力

ある文書に係る政府間会議」、いわゆる

BBNJ 新協定政府間会議を 2018～2020 年の

間に 4 つの会期で開催することが決定され、

2018 年 9 月、2019 年 3 月、2019 年 8 月と 3
つの会期にて政府間会議会合が開催された
40。会議では、（i）利益配分を含む海洋遺伝

資源、（ii）海洋保護区を含む区域型管理ツ

ール、（iii）環境影響評価、（iv）能力構築

と海洋技術移転が中心的な課題として議論

され、2020 年 3 月に予定されていた第 4 回

会期にて交渉の進展が目指されていたが、

新型コロナウィルス感染症の蔓延により延

期となった。2021 年においても引き続き対

面会合が延期となる中、オンラインで会期

間会合が開催され、2022 年 3 月に第 4 回政

府間会議が開催された。 
 

5－2 新協定交渉と海洋保護区を含む区域

型管理ツール 

 BBNJ 新協定案は、第 3 回政府間会議後の

2019 年 11 月に改訂版が公開され、区域型管

理ツールに関連する具体的な規定に対する

修正案が取りまとめられた41。国家管轄権外

区域の海洋生物多様性の保全と持続可能な

利用を推進するためには、海洋保護区

（marine protected areas, MPAs）などを含む

区域型管理ツールで一定の保全や管理措置

を取ることが重要であると考えられており、

このツールが新協定の中核となるとの指摘

もある42。現在の協定案改訂版では、区域型

管理ツールに関しては、第 14～21 条までの

8 つの条文が置かれており、第 14 条では、

目的を定め、区域型管理ツールの利用に関

する協力や調整や海洋法やその他の国際的

な義務やコミットメントの効果的な実施、

保護を必要とする区域の保全と持続可能な

利用等を定めている。この他、第 15 条国際

協力と調整、第 16 条（保護が必要な）区域

の特定、第 17 条提案、第 18 条提案に関す

る協議と提案、第 19 条意思決定、第 20 条

実施、第 21 条監視（monitoring）と検証

（review）に関する規定が置かれている。第

16 条 2 項では、保護を必要とする区域を特

定するための明示的基準（indicative criteria）
は附属書 I で記載するとし、附属書 I では、

特異性や希少性など 21 の項目があげられて

いる。このうち、（o）経済的および社会的

要因、（p）文化的要因などの 10 項目につい

ては、ブラケット（[]）が付され、引き続き

文言の調整が必要となっている。区域型管

理ツールに関する提案については、第 17 条

1 項で締約国が単独もしくは共同で事務局

に提出することできると規定する。2 項では、

提案書の作成において、締約国は適切なス

テークホルダーと連携できるとの規定は改

定案でブラケットが付されている。ステー

クホルダーの関与は大きな流れではあるが、

どこまでのステークホルダーの関与を求め

るのか、例えば特定の事業者などを含める

のか否かなどについて、議論の収斂が待た

れている43。区域型管理ツールの提案に関す

る協議および評価について、第 18 条では、

－ 32 －



海洋政策研究 第 17 号 

 

協議は全ての適切なステークホルダーに対

して参加型とし、透明で開かれていなけれ

ばならないと規定し、2 項で事務局は提案を

公表し協議を推進すると規定する。その協

議の対象は、（a）各国政府をはじめ、（b）
条約や枠組み、世界規模・地域・小地域・

分野別組織、（c）伝統的な知見を有する先

住民や地域社会、学術界、市民社会および

その他の適切なステークホルダーを列記す

る。意思決定については、第 19 条で締約国

会議が区域型管理ツールに関する意思決定

を行うと規定する。区域型管理ツールの設

定については、既存の機関にその権限を委

ねることも提案されたが、協定案改訂版で

は、締約国会議が区域型管理ツールの決定

権限を有すると規定されている。区域型管

理ツールの実施については、第 20 条 1 項で

締約国は国家管轄権外区域で実施される活

動はこの協定の区域型管理ツールに関して

採択される決定と一貫して実施されなけれ

ばならないと定めているが、3～6 項はブラ

ケットが付されており、議論の収斂が求め

られている。第 21 条では監視と点検が規定

され、締約国は区域型管理ツールの実施に

関し締約国に報告を行い、科学技術組織に

よる監視と点検を受け、締約国会議が区域

型管理ツールに関し必要とあれば修正や撤

廃に関する決定を行うことができると定め

る）。5 項では、適切な地球規模・地域組織

等はそうした組織が設定した措置の実施に

ついて締約国会議に報告するとの規定が提

案されている。この他、区域型管理ツール

と関連する課題として、環境影響評価

（environmental impact assessment, EIA）があ

り、第 22 条は、EIA 実施の義務を定めてお

り、その詳細については多々文言の調整が

必要となっている44。また、区域型管理ツー

ルの提案や実施に関し、国際機関、地域・

小地域機関との連携が想定され、例えば、

区域型管理ツールの提案に関する協議（第

18 条 2 項）、実施の推進（第 20 条 4 項）、監

視や点検（第 21 条 5 項）、EIA の協議（23
条 2 項）などに関連する、文言が盛り込ま

れている。更には、学術界や市民社会組織

等との連携も想定されており、区域型管理

ツールの提案に関する協議（第 18 条 2 項）、

環境影響評価に関する通知（第 34 条 2 項）

などに関連する文言が提案されている。 
  
5－3 地域漁業機関と脆弱海洋生態系保全 

 公海における持続可能な漁業と海洋生態

系の保全の両立を図る取組の一例は、地域

漁業管理機関が指定しその保全を図る「脆

弱海洋生態系（VME）」保全・管理プログ

ラムである。深海底にある海嶺、熱水噴出

孔、冷水サンゴなどの重要な海底生態系を

漁業活動によりもたらされる悪影響から保

護し、保全するというもので、FAO の「公

海深海漁業管理のための国際ガイドライン」

では、海洋生物の個体群や生息地が短期間

あるいは恒常的な攪乱により、その物理的

あるいは機能的に脆弱な性質から重大な変

化を受け、回復が遅いあるいは回復しない

生態系を指すものと定義され、その特定指

定基準を掲げている45,46。 
 BBNJ 新協定案では、第 14 条で提案され

る海洋保護区を含む区域型管理ツールが対

象とする海域を特定していく際に、第 16 条

で提案する特定基準が VME や生物多様性

条約の下での生態学的もしくは生物学的に

重要な海域（EBSA）などの特定基準と共通

する部分があり、海洋保護区を含む区域型

管理ツールの設定において、VME や EBSA
が重要な基盤となりうることが想定される。

ただ、実際の地域漁業管理機関における

VME 保護区の具体的な指定および保護・管

理措置は、各地域漁業管理機関が関係国間

で合意し、実施していることから、VME 保
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護区の指定の数や範囲、保全管理措置の実

施状況などについては、地域漁業管理機関

の間で幅があり、必ずしも一様ではない47。 
 留意すべき点としては、BBNJ 新協定案第

4 条で、新協定は既存の協定や組織を損なう

ものではないとして、特に公海深海底にお

ける海洋生物多様性や深海底生態系の保全

に関し、VME の取り組みを進める地域的漁

業管理機関が役割を担い続けるものと理解

される。こうした観点から、VME の保全・

管理の取り組みを掌る地域漁業管理機関と

取り組みや手順、体制整備などを取り組み

の実効性を高める視点から地域の特性や諸

条件を踏まえつつ、一定の標準化を試みる

ことは有用と考えられている。BBNJ 新協定

の下で海洋保護区や区域型管理ツールを構

築していく上では、地域漁業管理機関の存

在が大きく、ただ、特定の海域でそうした

地域漁業機関が存在しない場合には、類似

の役割を担う組織が必要であり、新組織の

立ち上げが現実的でないということであれ

ば、既存組織の組織目的を BBNJ 新協定の

下での海洋保護区や区域型管理ツールの模

索を可能とするよう修正していく、あるい

は、複数の組織でそうした取り組みが可能

となるよう連携を図るような組織間協力が

現実的な対応と考えられる。組織間協力と

しては、事務局間の情報共有、合同プログ

ラムの立案・実施や合同会議の開催の他、

ホームページでの情報共有やデータベース

等の共同管理などの選択肢が考えられる。 
 

 

6．結論に代えて―BBNJ 新協定下での地

域協力と国際連携に向けた展望― 

 海洋の利用は漁業を例にとってみても、

ここ数十年の間にその担い手となる国が大

きく変容してきており、アジア、太平洋、

インド洋においては、これまで日本や台湾

といった国や地域が中心となっていた海域

において、中国、インドネシア、インド、

ベトナムなどが漁獲量を凌駕している。一

方で、国家管轄権外区域、いわゆる公海に

おける漁業管理は地域漁業管理機関が中心

となって進めてきているが、こうした機関

が全ての公海を網羅しているわけではなく、

また、その他の機関も必ずしも特定海域の

海洋環境や漁業資源の保全や持続可能な利

用を総合的かつ集約的な議論が行える制度

として確立しているわけではないことから、

こうした制度的空隙を補完する措置が必要

となっている。特に、BBNJ 新協定で想定

されている海洋保護区や区域型管理ツール

の議論において VME や EBSA が重要な基

盤として考えられていることから、既存の

地域漁業管理機関や関連機関の組織間連携

などを通じてそうした政策対話や調査、情

報共有等を行う制度的基盤を整備していく

ことは有用と考えられる。また、組織間連

携については、公式な形での動き出しに準

備が必要となることから、例えば、国際的

な海洋生態系や漁業資源管理に取り組む研

究機関等が沿岸国や海域利用国、漁業国等

の政府や関係団体等とステークホルダー会

議や専門家会議等を開催するなどし、政策

対話や連携の基盤を醸成していくことは意

義深いと考えられる。既に欧米の非政府団

体や研究機関等では、地域的な制度整備が

途上にある海域において、政策対話やステ

ークホルダー会議、関連の調査等を進めて

いる。BBNJ 新協定の下で想定されている

海洋保護区や区域型管理ツールのより効果

的な活用に向け早期にネットワーク整備等

を進めていくことはそうした海域の海洋資

源の保全や持続可能な利用を促進するだけ

ではなく、国家間の利害対立を抑制し、海

洋利用の秩序と国際協調を維持していく上

で戦略的に重要であると考えられる。 
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thereon. While fish catch volumes have been rapidly rising in the East Indian Ocean, regional fishery man-
agement organizations do not cover this sea area. As other multilateral institutions do not focus on the East 
Indian Ocean, or restrict their thematic coverage to marine pollution, there is a need for institutional trans-
formation for the development and effective implementation of area-based management tools including 
marine protected areas. 
 
Key words: East Indian Ocean, marine biological resources, regional fishery management organizations, 

marine protected areas, area-based management tools 
 

 
   
 

－ 39 －





 
海洋政策研究 第 17 号 

 

 

ウクライナ危機発生後におけるロシア連邦漁業の政策動向 

―日本の戦前『北洋漁業』合理化政策との比較的考察― 
 

ファベネック ヤン 海舟＊ 

 
 

 本稿では、ウクライナ危機の発生を機にロシア連邦政府が取り組み始めた国内水産業の

改革を、1930 年代日本の北洋漁業政策と比較する形で分析し、それが産業合理化政策の類

に当てはまるか検証を行う内容となる。 
 ウクライナ侵攻に伴い、ロシア連邦は欧米諸国から前代未聞の経済制裁を科せられるに

至った。経済摩擦の影響から生まれた新たな戦略的目標はどのようなものか。その達成に

向けて、ロシア連邦の水産業界にどのような役割が求められているのだろうか。かつて類

似した状況に直面した戦前日本の北洋漁業政策を参考に、その解明を試みる。 
 
キーワード：国際危機、ロシア極東海域、合理化政策、食糧確保、外貨獲得 
 
 
 
1．はじめに 

「漁業者及び議員諸君。歴史の終焉であ

る1。」ロシア連邦漁業庁の公共評議会（諮

問会議）のメンバーであるエドゥアルド・

クリモフがロシア連邦議会下院議員に向け

て発したこの訴えは、ロシア連邦水産業界

を構成する殆どの経済主体、並びにロシア

連邦沿岸地域の行政関係者がロシア連邦政

府によって進められようとしている漁業政

策に対して抱く危機感を物語っている。ロ

シア連邦農業省及び漁業庁は 2022 年 7 月

28 日、国内漁業の近代化へ向けた重要政策

として水産生物資源の漁獲割当手続きの改

善を目的とする「水産生物資源に関する連

邦法の改正案」 をロシア連邦議会に提出し

た2。ロシア極東及び北極沿岸部の漁業関係

者や行政責任者の間では、同法案が沿岸地

域の中小企業を漁獲割当の対象から事実上

締め出す結果を招く恐れがあるという懸念

が広がっており、ウクライナ危機に関連す

る制裁措置の影響を水産業界が受けている

中、文書で掲げられた目標の実現性があま

りにも不確実なため、漁獲割当手続き修正

案の実施を少なくとも 10 年延期するべき

という認識が共有されていた3。しかし 10
月 27 日、数々の問題が指摘されてきたロシ

ア漁業法の改正案は下院の第一次審議を通

過するに至り、今後、同文書が十分議論さ

れぬまま成立するシナリオが現実味を帯び

てきている4。 

（論文） 
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自ら仕掛けたウクライナへの軍事侵攻に

よって実効支配する領域を事実上広げ、そ

の代償として西側陣営（日本を含む欧米諸

国）から前代未聞の経済制裁を科せられた

ロシア連邦は、混沌（国際社会の分断、経

済不況）に陥りつつある国際環境に対応す

るため、国内水産業に対してどのような役

割を求めているのだろうか。その戦略的な

思惑を分析するにあたり、1930 年代に類似

の事態－すなわち世界恐慌がもたらした世

界経済の混乱、満州事変が招いた国際社会

における孤立化、西欧諸国のブロック経済

制定によって生じた経済摩擦－を経験した

日本帝国が、「非常時対策」として取り組ん

だ国内水産業、中でもロシア極東海域（沿

岸及び沖合）を中心に行われていた「北洋

漁業」の合理化政策に注目する必要がある。 
 本稿では、日本がかつて直面した国際背

景に基づき、国難を乗り越えるため「北洋

漁業」に求められた当時の戦略的役割を分

析しつつ、国策樹立に向けて推進された合

理化政策の実施過程を振り返る。そのうえ

で、現代のウクライナ危機が波及させた

種々の国難と、その克服を念頭にロシア連

邦が国内水産業に見る戦略的意義を明らか

にし、モスクワが取り組み始めた漁業の改

革の内容や、課題と展望を北洋漁業の産業

合理化政策と比較しながら論じることを試

みる。 
 

2．戦前日本における「産業合理化」と

「北洋漁業」 

 日本経済政策史における「産業合理化」

とは、1929（昭和 4）年に発生した世界恐

慌の影響を受けて、経済危機に陥った日本

政府がその打開策の一つとして推進を提唱

した、いわゆる「非常時」への対応を求め

られた対策を指している。当時の浜口雄幸

内閣が国難打破へ向けて強調していた産業

合理化政策は、企業合同やカルテル形成に

よる重工業をはじめとする重要産業組織の

独占化により、老朽化した生産設備を廃棄

し効率的な生産設備で生産を行い、産業の

平均生産性を改善しようとする試みだった。

政策の実現に向けて、行政面では 1930（昭

和 5）年 6 月に商工省内部における「臨時

産業合理局」の設置、立法面では昭和 6 年

8 月に「重要産業統制法」の施行により、

1935（昭和 10）年まで推進されるようにな

った5。1935 年の日中戦争勃発以降は、準

戦争経済への突入をきっかけに軍需を意識

した合理化政策が太平洋戦争開戦時まで推

進されるに至った。 
 明治時代から小規模な商業的資本主義の

流れで展開されてきた日本漁業の編成主体

のほとんどは 1929 年当時、小資本群（小商

業資本家及び上向漁民）が占めていた。故

に、世界恐慌がもたらす不況が進行する時

代において、産業資本としての生産力基礎

を固め、購買力が低迷・収縮しつつある国

民に対する食料提供の担い手として成長す

る産業としての漁業の能力が問われていた。

軽・重工業の合理化が積極的に進められる

中、水産業が世界規模な非常時において国

家の新たなニーズに応えられぬままでいる

状況を問題視する考えが政治主導層や世論

の中で芽生え、日本水産業合理化政策の実

行を提唱する声が強まりつつあった。当然、

北洋漁業もその訴えの対象に含まれていた6。 
 
2－1 露領漁業の統制（1929-1932 年） 

 日露戦争の戦利品としてロシア極東沿岸

部の領海での操業権を勝ち取った日本は

1929 年当時、その継続の有無に関わる危機

に直面していた。1927 年に 10 ヵ年計画を

発表したソ連邦は、以降、極東沿岸地域に

次々と最新式水産加工・缶詰製造工場の新

設や、新規・蟹工船の積極的な建造に着手
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し、同時に国営会社や水産協同組合や個人

漁業家に漁区を優先的に取得させるという、

露領漁業にとって圧迫的な政策に乗り出し

ていた7。これに対し日本側は、有力大手の

日魯漁業株式会社を除いて中小漁業家 41
名が競争状態で出漁しており、ソ連国営企

業との間で漁区競落を巡る紛争が発生する

度に、対応を巡る日本人漁業者同士の足並

みの不一致が表面化し、その無統制ぶりが

問題視されていた。また、当時は世界恐慌

が原因で波及していた経済不況の収束を伺

わせる兆候が見えぬままの状況が依然とし

て続いていたこともあり、1930（昭和 5）
年春、北洋漁業に特別な関心を持つ貴族院

の主要会派であった公正会は、ソ連極東漁

業の急速な進出問題を議論する会合を数回

にわたって行い、露領漁業を中心とする水

産国策樹立に向けて第 58 帝国議会に次の

ような建議案を提出するに至った。 
 
「水産国策樹立に関する建議 政府は四面

環海の感情に鑑み、速やかに水産国策を樹

立し、北洋漁業権の確保、遠洋漁業の進展

を計り、以て人口食糧問題の解決並びに国

際賃借の改善に質せられんことを望む。右

建議す8。」 
 
 これに関連し、柏尾昌哉は当時の日本の

漁業政策の体質を定義付けるにあたり、次

のように指摘している。「日本資本主義は日

露戦争後、はっきりと帝国主義的形態へ移

行し、欧州大戦を契機に国際的段階に乗り

出したのであるが、その漁業政策はどうで

あろうか。やはり一貫して帝国主義的外国

出漁をその基幹としており、かかる体制を

固めるための内外の具体的政策として発現

している9。」日露戦争の結果として獲得し

た露領における操業権の確保、並びに北洋

の公海沖取漁業を巡る権益拡大を主張する

貴族院の建議案は、まさにその象徴的な事

例といえよう。 
同文書で同じく目標として掲げられてい

る「人口食糧問題の解決」とは、大日本帝

国本土における人口への食糧提供の必要性

のみならず、明治時代に編入した領域―日

清戦争の末に手中に収めた台湾（1895 年）

や、1910 年に併合した朝鮮半島―への食糧

供給も意味していた。加えて、1932 年から

は日本帝国自ら創設に関わった「非承認国

家」である満州国もその対象となった。非

承認国家は国際社会を形成する殆どの国々

から存在を認められておらず、貿易相手数

も極めて限られているため、建立に関与し

た国が物資調達の政治責任を背負うという

流れが特徴的である。 
 恐慌発生時とほぼ同じ時期に行われた金

輸出解禁の影響に直撃され、既に弱体化し

ていた日本経済は、深刻なデフレに苦しん

でいた。景気回復を目指す上で、国内産業

の対外輸出力の強化が求められており、当

然ながら露領漁業にも期待が寄せられてい

た。理由は、北洋漁業が食糧安全保障及び

外貨獲得の確立に向けて既に示し始めてい

た実績にある。明治終盤における北洋露領

沿岸海域の漁獲物は当初、塩魚中心に国

内・国外市場向けの商品として生産されて

きたが、高性能な缶詰製造技術の導入と第

1 次世界大戦中のヨーロッパ向けにイギリ

ス市場を経由して鮭鱒缶詰製品の輸出が開

始されたのをきっかけに、北洋漁業に資本

が相次いで流れ込み、輸出産業としての潜

在価値が広く認識されるようになっていた
10。缶詰発達史にも、「塩鮭鱒は内地及び満

漢支に、缶詰は世界各地の広大な市場に、

如何なる不況にも彼我相償う価格で取引さ

れ…鮭鱒産出国米価に対して…その地盤に

成功を勝ち得た11」と記されているように、

「食糧安全保障」と「外貨獲得」という国
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策目標の達成12に北洋漁業が 1930 年代も貢

献し続けたことが伺えるが、世界恐慌の発

生当時、その実現に同産業の合理化は避け

て通れぬ道だという時代の風潮が存在して

いた。 
 貴族院が提出した建議案が 5月 12日に貴

族院本会議を通過し、その流れで同年 9 月

3 日、政府は「助成会社」の設立案を中心

にして露領漁業の合同経営を推進する方策

を表明した。三島康夫の研究で明らかにさ

れているように、設立案は「中小漁業家を

まとめて合併し、配船の合理化、金融面の

信用増大、輸出経路の単純化、労働力の合

理的配置などによる経営の合理化をはかり、

また日本人同士の対立不和を解決し…その

内容はあくまでも中小企業者の立場にもと

づいて、北洋漁業の合理化を考えたもの13」

だった。しかし、1921 年から露領漁業の唯

一なる大手「日魯漁業株式会社」の缶詰や

その他の水産物製品の販売権限を拡張し、

仕込資金の融資を通じて同企業に対する影

響を強めてきた巨大貿易資本たる三菱商事

にとって、「助成会社」案は好ましからぬ競

争相手の誕生を意味していた。そこで、三

菱商事会社の取締役代表を当時勤めていた

三宅川百太郎は、助成会社設立案とは全く

異なる、いわゆる「三宅川提案」と呼ばれ

る構造を提示した14。三宅川提案の内容は、

すべての中小企業者を日魯漁業株式会社を

中心として統合し、完全独占企業を作り上

げるものだった。中小企業家を日魯や三菱

系金融資本に従属させ、その独占的な利益

を増大しようとする試みであるという見解

から、中小企業者が構成する露領水産組合

から猛烈な反発を招いた。しかし、世界恐

慌における日本経済に及ぼす影響の深刻さ

や、露領海域におけるソ連邦国営企業の台

頭に対抗するため、三宅川提案を促進すべ

しと世論の強烈な意向もあったため、最初

は合同案に反対だった業者の間で、この種

の国家的見地を前にして賛成に傾く者も増

えるようになった。そして、1931 年 8 月に

合同会社設立案が最終的に提出され、大蔵

省並びに農林省の監督下でその方向へ手続

きが進められた。1932 年 3 月に中小企業家

を集めた「北洋合同漁業会社」を設立し、

その 1 ヵ月半後に日魯に合併するという形

式で、露領漁業の完全独占企業としての日

魯漁業株式会社が完成し、同企業はその性

格を国策的企業会社へと変えた15。 
 
2－2 母船式沖取サケ・マス漁業の段階的統

合（1932-35 年） 

 表 1 で反映されている通り、1932 年の露

領漁業大合同によってそのほとんどの漁区

を独占した日魯は同年、好調な成績を記録

し、合同による経営効率の上昇を示すに当

たって順調な滑り出しを見せたが、間もな

く再び北洋漁業合理化の話が浮上するよう

になった。いわゆる「母船式沖取サケ・マ

ス漁業」の統合である。 
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表 1：日魯漁業株式会社の漁獲高、1932-40 年（三島 1985 年に基づき作成） 
年次 漁獲高（単位：石） 

紅鮭 銀鮭 白鮭 マスノスケ 鱒 その他 合計 
1931 年 95,308 5,725 71,354 3,534 34,818 2,851 213,590 
1932 年 103,543 9,129 178,049 3,733 350,158 2,792 647,404 
1933 年 70,821 5,685 162,504 1,760 132,076 340 373,186 
1934 年 139,081 7,408 247,820 3,447 440,522 2,568 840,846 
1935 年 53,757 11,001 187,512 5,177 348,847 2,739 609,033 
1936 年 89,602 34,729 344,505 4,871 198,534 965 673,206 
1937 年 94,811 19,146 173,511 6,203 369,074 262 663,007 
1938 年 116,153 11,944 178,918 4,557 273,903 不明 585,475 
1939 年 82,835 8,669 130,823 2,881 349,894 不明 575,105 
1940 年 61,385 7,317 155,245 3,364 190,690 4,046 422,047 
1941 年 65,496 5,233 156,619 3,313 328,165 2,104 560,930 
1942 年 45,221 不明 59,455 676 166,513 不明 271,860 

 

 1929 年から北洋サケ・マスの漁獲を母船

式沖取漁法で展開するという出漁形態が広

まりつつあった。露領漁業が極東ロシア領

の漁区を借区して定置網を使用し、産卵の

ために群来するサケ・マスを漁獲するのに

対し、沖取漁業は接岸する以前のサケ・マ

スを露領外の公海において漁獲しようとす

るものだった16。この方法は多額の借区料

の支払いを必要とせず、ソビエト連邦の国

境警備隊との衝突が起こる可能性が無く、

資源の集中に応じて操業空間を自由に移動

できるメリットがあったからである。母船

式沖取漁業に従事していた船団のほとんど

は、サケ・マス資源の聖地とも知られる、

露領沿岸建網漁における日魯魚漁業株式会

社の活動根拠地、カムチャッカ半島を目指

していた。それが原因で、沖取漁業が露領

漁業に及ぼす影響が取沙汰され始めた。 
1933 年度における日魯の総合漁獲高は

37 万石（表 1、参照）で、前年度の露領漁

業大合同初年の 65 万石に比べて半分近く

減る結果を記録し、同企業の経営陣に大き

な衝撃が走った。これに対し、沖取漁業は

前年の 7万箱に比べて 15万箱の倍増生産高

を記録したため、沖取漁業の好成績は日魯

の不振の原因であるという認識が世間で芽

生えた。露領漁業の漁獲高減少に大きなシ

ョックを受けた日魯の社長を務めていた平

塚常次郎は 1934 年、自ら書き上げた『北洋

漁業国策』というパンフレットで沖取漁業

企業群を日魯の直系企業たる「太平洋漁業」

に統合し、露領漁業と沖取漁業のサケ・マ

ス資源を総合的に調整する決意を表明した。

平塚の理念は、サケ・マスの適正漁獲によ

り、日本とその影響圏のみならず、ヨーロ

ッパやアジアにまで食糧を供給する世界的

意義を持つ北洋漁業の永続を目指し、日本

の経済発展に貢献するという経済ナショナ

リズムに基づくものだった17。 
平塚の認識は、当時日本が置かれた国際

社会における困難な立場を振り返る上で説

明できる。1931 年 9 月、南満州鉄道線路上

における爆発事件を機に関東軍が北部満州

への軍事侵攻に踏み切り、その一連の流れ
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で満州全土が制圧され、1932 年 3 月に「満

州国」建国が宣言された。翌年 2 月 24 日、

国際連盟総会によって中国の統治権を承認

し、日本軍の撤退を求めるリットン調査団

報告書の審議が開始された。日本の代表松

岡洋右は満州国を自立的に独立した国家で

あると主張したが、報告書の内容が採択さ

れ、満州国は「非承認国家」という国際的

な扱いに追い込まれた。これにより、日本

政府は 1933 年 3 月 27 日に国際連盟の脱退

表明を通告した。日本側が自ら国際舞台を

退いた理由は、主要な輸出先であるヨーロ

ッパ連盟国から経済制裁を科せられるのを

回避するためだった。しかし綿布市場を巡

るダンピング問題をきっかけに日本と英国

に経済関係が急激に悪化していた中、後者

は 1934年 4月に保護主義に基づく政策とし

てブロック経済（スターリング・ブロック）

を制定し、日本は満州国を巡る制裁でなく、

想定外な形で貿易摩擦を突き付けられた。

当時の英国はヨーロッパ市場の中心的な製

品流通拠点であり、ブロック経済の制定は

対外輸出に特化した日本の原料生産・製造

業に一定の打撃を与えたものの、第 1 次世

界大戦以降のヨーロッパ諸国は依然として

食糧難が続いていたため、水産物の輸出は

例外的に同政策の影響を受けることはなか

った。自ら建国に関わった非承認国家たる

満州国への食糧供給、さらには英国をはじ

めとする欧米諸国との貿易摩擦の中におけ

る対外輸出の強化、これらを実現するため

の優先課題の内、北洋沿岸漁業と北洋沖取

漁業の一本化、すなわち水産物販売の統制

を計る方向性が日本政府内で検討されてい

た。平塚率いる日魯と日本政府の利害が一

致したのである18。 
沖取漁業の統合へ向け、1934 年に日魯か

ら農林省に対する陳情が行われ、これを受

けた農林省水産局はサケ・マス資源保護を

名目に母船式サケ・マス漁船団の隻数を翌

年から、311 隻の内 3 割を減らす減船案を

提示し、単一企業のもとに沖取漁業を統一

する必要性を強調した。漁業統制案に対し、

日魯の直系企業である「太平洋漁業」を除

き、その他の関連団体は激怒し、熱心な阻

止運動を展開し始めた。しかし、水産局は

反対派に対し、過剰な漁獲行為が国策的意

義を持つ露領漁業の運営に深刻な影響を及

ぼしているとされる後者の非愛国的な振る

舞いを恫喝する形で、沖取漁業の単一合同

化を強引に推し進めた。農林省の強力な圧

力によって反対していた沖取漁業関係者も

次々に合同案に応じるようになり、1935 年

1 月に太平洋漁業株式会社への単一完全合

同が実現した19。 
これによって露領沿岸漁業は日魯、沖取

漁業は「太平洋漁業」がそれぞれ独占企業

として、北洋漁業における生産・販売の統

制が実現した。しかし 1937 年の日中戦争勃

発を機に、日本は戦争経済に突入し過剰漁

獲、資源枯渇、地方を拠点とする漁民の窮

状化が激化し、全体的な流れとして日本漁

業は下向き始め、表 1 が表すように落ち込

み傾向は太平洋戦争への突入まで続くよう

になった20。 
 

3．ウクライナ危機を巡る「非常時」対

策としてのロシア漁業政策 

 以下では、日本における戦前北洋漁業の

合理化政策の流れを踏まえ、ウクライナ侵

攻を機に国際孤立を招き、経済制裁の対象

になったロシア連邦の漁業政策の分析に移

る。領土拡張と経済制裁の影響でロシア連

邦は国難脱却に向けてどの様な戦略的課題

に直面しており、その解決に向けて国内水

産業に如何なる役割を期待して、どのよう

な改革に着手しているのだろうか。これら

の疑問に答えるべく、まずはウクライナ侵
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攻後に明らかにされたロシア政府の漁業戦

略方針の特徴を把握し、その流れで加速し

ている漁獲枠割当制度を巡る改革の経緯と

諸問題を考察していく。この分析を通して、

ロシア連邦による漁業に関する政策（以下、

「ロシア連邦漁業政策」とする）と 1930
年代北洋漁業の漁業政策を比較し、最終的

にウクライナ危機後のロシア連邦漁業政策

が「合理化政策」の類に当てはまるか否か、

答えを導くことを目的とする。 
 
3－1 ウクライナ侵攻後におけるロシア連邦

の漁業戦略方針 

 ウクライナへの軍事的侵攻が開始され、

西側諸国から前代未聞の経済制裁を科せら

れたロシア連邦は、以降、国内水産業に纏

わる新たな政策方針を表す重要な文書を二

つ公表している。 
 2022 年 7 月 31 日、ロシア連邦のプーチ

ン大統領はサンクトペテルブルグで「ロシ

ア海軍の日」を記念する軍事パレードを視

察し、同日付で国家海洋ドクトリンの更新

にかかる大統領令に署名した21。新たな海

洋ドクトリン22は、ロシア連邦の海洋領域

周辺における北大西洋条約機構（NATO）

の脅威に立ち向かうべく、ロシア連邦艦隊

の近代化、さらには海軍の海洋活動拡大を

目標付けた内容が目立っている。一方、漁

業分野の重要性を強調する文脈も見受けら

れる。同文書は水産資源開発の戦略的意義

を次のように定義づけている：世界海域で

のロシア連邦による海洋生物資源の開発は、

ロシアの原料基盤を拡大し、経済と食糧を

確保するために必要かつ義務的な条件と位

置付けられている。洋上漁業並びに養殖漁

業は、ロシア連邦の食糧生産・供給の役割

を担う複合的産業の中でも重要な地位を占

めており、食糧安全保障を確保するととも

に沿岸地域における雇用創出の源であると

いう認識が記されている。また、漁業開発

に向けた取り組むべき主要なる優先事項と

して次のような政策方針を明らかにしてい

る：①新規漁船建造に向けて国内造船所へ

の優先発注を実現する経済的条件を整える

こと、②ロシア連邦の排他的経済水域、及

び世界海洋の遠洋漁場での水産生物資源開

発に関わる国家的権益の確保に向けて、高

度な効率性を有する漁業船団の建造に着手

すること、③ロシア連邦の領海、排他的経

済水域、大陸棚における水産生物資源の保

全、及び合理的利用を心がけること。世界

海洋においては国際協調の原則に基づき、

海洋環境の持続的保護・保全へ向けた努力

を強化すること、④ロシア連邦で水産業に

よって生産される水産物製品の輸出を巡り、

世界市場におけるロシア産製品の地位強化

に努めることが目標付けられている。 
 ロシア連邦政府の新たな漁業政策方針を

表す二つ目の文書は、「ロシア連邦における

食糧生産業の新たな発展戦略」を承認する

2022 年 9 月 8 日付の政府条例23にあたる。

同文書では24、ロシア連邦に関わる食糧安

全保障の確保を目指す上で、食糧生産に従

事する複合的産業は自らの食糧生産能力の

向上に努めなければならないとされている。

また、ロシア連邦の水産業に触れる上で、

国内造船所での高度生産性を有する船舶の

建造、沿岸地域における高度な水産加工・

缶詰製造工場の設備、及び養殖漁業が必要

とする魚ベースの養殖関連製品（フィッシ

ュミール等）の安定的な供給を目標設定し

ている。水産物の対外輸出量拡大に関して

は、優先されるべき輸出先として CIS 諸国、

中東諸国、東南アジア諸国、中国及びイン

ドが挙げられている。ロシア連邦政府はこ

の文書で、具体的な目標数字にまで言及し

ている。「現実的」な想定目標として、2024
年における対外食糧輸出を 295 億ドルに到
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達させ、2030 年には 400 億ドルの平均年間

輸出額を設定している。他方、「楽観的」あ

るいは「理想的」数字目標として、2024 年

における食糧輸出額を 300 億ドルに伸ばし、

2030 年には輸出額を 471 億ドルに到達させ

ることが目指されている。 
 上記の文書で注目すべき戦略的原則は三

つ取り上げられる。それは「遠洋海域での

海洋生物資源開発を巡るロシア連邦の権益

確保」、「ロシア連邦に関わる食糧安全保障

の確保」、そして「水産物輸出強化による国

家収入増加」である。 
 戦前北洋漁業を巡って、柏尾昌哉は公海

沖取漁業（遠洋漁業）における国家権益拡

大を目指した日本政府の漁業政策の帝国主

義的な体質を指摘25していたが、国家海洋

ドクトリンに記された「世界海洋における

水産生物資源開発を巡る国家権益の拡大」

を目標付けるロシア連邦政府の漁業政策に

も同じ帝国主義的な傾向が見受けられる。

海洋ドクトリンの言う「世界海洋」はすな

わち「公海」及び「外国領域」を示してお

り、同文書では国際的協調の原理原則が前

提として主張されているが、その定義はあ

いまいである。戦前露領漁業も「国際条約」

（1907 年の日露漁業協約、1927 年の日ソ漁

業協定）に基づいて展開されていたが、そ

れは「日露戦争の結果」という力の論理に

よって作り出された国際合意であった。そ

う考えると、ロシア連邦側が目指す「海洋

活動を巡る権益拡大」に潜む帝国主義的な

野心の疑念はぬぐえないだろう。 
 「ロシア連邦に関わる食糧安全保障の確

保」を巡る対象は、1930 年代日本の場合と

同様、国際的に認められているロシア連邦

領に限らず、一方的にロシア連邦領として

編入した外国領域（2014 年にはクリミア半

島、ウクライナ侵攻後はルハンスク州、ド

ネツク州、ザポロージャ州、へルソン州）、

そして自ら建国に関与した非承認国家

（2008 年に誕生したアブハジア共和国と

南オセチア共和国）をも含めている。領土

拡大は土地のみならず、そこで生活してい

る人口に対する生活安全保障上の義務を背

負うことを意味する。当然、新たな人口へ

の食糧提供もそこに含まれている。特に編

入領域と非承認国家にそれぞれ当たるクリ

ミア半島とアブハジア共和国に関しては、

食糧供給は重要な課題となっている。これ

らは黒海の沿岸地域で、ウクライナ戦争の

戦火が海洋にまで及んでいるため同地域の

水産業26が麻痺状態に陥っており27、食糧自

給がままならない状況が続いている中、ロ

シア連邦のその他の地域から物資調達をか

つてないほど必要としている。 
 「水産物輸出強化による国家収入増加」

に関して言えば、ロシア連邦が経済制裁の

対象になっていることに加え、欧州諸国で

ロシア連邦産の石油・天然ガス資源依存か

ら脱却する動きがみられる中、ロシア連邦

にとってもたらされる経済的損失を最小限

に抑えるのが目的である。ロシア連邦にと

って、石油・天然ガスの平均的年間対外輸

出は数千億ドルの収入をもたらしているの

に比べ、対外輸出額が数百億ドルにしか達

さない国内食糧生産業における国家予算へ

の貢献度は雀の涙に等しい。しかし、石油・

天然ガス輸出にはない強みを食糧輸出は持

ち合わせている。それは経済制裁の対象に

なりにくい特徴である。ロシア連邦の漁業

をはじめ、世界的漁業の動向に精通してい

る北海道機船漁業協同組合連合（略して北

海道機船連）の原口聖二常務は、次のよう

に指摘している。欧州連合は 2021 年以降、

BREXIT 後におけるイギリスとの間で生じ

ている漁場紛争の影響で、白身魚の自給率

が歴史的低水準まで落ち込んでおり、輸入

への依存度が高まっている。とりわけ 2021
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年度のスケソウダラ輸入は原魚ベースで

80 万 8,000 トンまで達した。その大半を占

める中国からの輸入されたスケソウダラ加

工製品は、95％の割合でロシア連邦から原

料として供給されたと明かしている。ウク

ライナ侵攻が開始されて以降も、ロシア連

邦以外の地域から白身魚を調達は難しいと

され、水産輸入を巡る欧州諸国のロシア依

存は続くという見方を示している28。水産

輸出ならではのサプライチェーンの複雑さ

に加え、食糧自給を巡る欧州の変わらない

弱みは、ロシア連邦が水産物輸出にさらな

る力を入れようとしている納得の理由と言

える。 
 
3－2 ロシア漁業における漁獲割当制度の歴

史的歩み 

 ロシア連邦農業省及び漁業庁は 2022 年 7
月 28 日、上記に目標付けられたロシア連邦

における漁業の新たなる戦略的方針の一貫

として、投資入札制度、すなわち漁獲割当

の一部を、投資義務を伴う入札を通して分

配する制度の強化を図る「水産生物資源に

関する連邦法の改正」法案 をロシア連邦議

会に提出した。これを受け、北極並びに極

東の沿岸地域の水産業界からは、この法案

が掲げた投資目標の実現を巡る不確実性と

中小企業群に及ぼしうる深刻な経済的損失

を懸念する声が強まり、提出された法案の

成立に否定的な意見が業界のみならず地方

行政府からも相次いで表明された29。中小

の水産者からは、「投資入札という漁獲割当

分配方式の強化は、資金力が豊富な大手水

産会社が自社の独占的支配を強め、中小企

業群を排除するために中央政府に働きかけ

が本質」であるという批判が噴出した。 
 ロシア連邦の漁業を巡る漁獲割当制度は

ソ連崩壊以降、常に変更されてきた。1991
年から 2001 年に至り、新生ロシア連邦を直

撃していた経済・財政的混沌の時代の最中、

体制立て直しで手が一杯だった連邦政府か

ら地方・州行政府に対し漁獲割当分配の役

割が一任されていた。当時、民間契約を通

じて外国人漁業者にも漁獲枠の確保が許さ

れていた。しかし、2004 年の荒井信雄の研

究30で明らかにされている様に、ロシア人

漁業者及び外国人漁業者が利用する水産資

源量と外貨収入の間で均衡が乱れ、1995 年

から水産資源販売による外貨獲得先がモス

クワに移転するようになった。漁獲枠を巡

り、利権争いを巡る犯罪・トラブル（殺人

事件や賄賂）が横行するようになった。2001
年におけるオークション導入により、漁獲

枠の販売経路は透明化するものの、資源利

用税の増加に伴って地方企業が多大な負担

を被り、破産した業者による密漁行為が極

東海域を中心に爆発的に増加する結果を招

いた。2003 年、ロシア水産業の安定化を図

るため、過去の実績を考慮する漁獲割当の

枠組みが認定された。いわゆる「歴史的原

則に基づく分配」システム31である。水産

業界の安定的発展を念頭に、割り当てられ

た漁獲枠の利用期間の長期化（5 年間から

10 年間、さらに 15 年間に渡る利用期間の

延長）が進められた。沿岸地方における水

産業界の大半を占める中小企業の間では、

漁獲枠の利用期間の延長は計画的な経済活

動の展開に余裕を与えるメリットがあり、

「歴史的原則に基づく分配」に対し好感を

抱いていた者も多かった。しかし、2012 年

以降、沿岸地方の中小企業群の生産効率性

に悪影響をもたらすとして、「歴史的原則に

基づく分配」システムの見直しを訴える声

が上がった。 
 2012 年において沿海地方ウラジオスト

ク出身の経営学者ミハイル・テルスキー32

が述べた持論、2001 年から 2003 年に至っ

て実施されたオークション制度の失敗は
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表 2：2012 年から 2020 年の極東漁業水域における主要魚種別漁獲量（単位：1,000ｔ） 
魚種名 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 
スケトウダラ 1,598.3 1,559.3 1,518.6 1,623.6 1,740.6 1,733.8 1,679.8 1,733.0 1,830.5 
ニシン 299.6 387.6 363.2 293.5 398.9 406.9 367.0 383.5 409.6 
マダラ 79.4 76.7 79.2 78.9 87.7 102.6 123.9 155.6 171.9 
カレイ 84.7 81.9 81.6 80.3 80.0 83.2 82.3 86.4 … 
サンマ 62.9 52.4 64.0 63.2 14.6 6.3 7.8 2.4 0.8 
サケ・マス 515.6 400.0 346.9 372.7 413.7 452.0 679.6 498.0 299.8 
カニ 39.4 44.0 57.4 49.9 57.1 69.0 75.9 71.9 80.0 
イカ 70.4 82.2 110.7 53.8 87.1 83.3 102.9 … … 

出典：坂口 2021 に基づき筆者作成 

「制度」そのものが要因ではなく、漁獲枠

の利用期間（1 年間）に起因している。水

産業者が計画的な事業運営を展開するには

あまりに短すぎる期間であったためだ。「歴

史的原則に基づく漁獲割当」はそういう意

味で、長期にわたる資源利用期間を設けた

ことで漁業者に安定感をもたらしたとテル

スキー本人も認めている。しかし、資源利

用期間が長すぎるが故に、もたらされた安

定感が逆に計画的な事業運営の意欲を削る

結果を招いてしまっており、新たな割当制

度の導入を検討する時期が近付いていると

指摘33している。2012 年当時、ロシア連邦

の水産業が見せていた停滞気味な生産力

（表 2、参照）は、ロシア連邦沿岸地域の

主要な経済主体である中小企業群の経済的

行動が原因であるという見解を示した。本

人によると、漁業小資本群の経済行動は短

期的個別利益の追求に固執しているという。

中小経営者は個人的な都合（家計の維持な

ど）に基づき、原料の対外輸出で得た利益

をロシア連邦国内の造船所での新規漁船の

建造に回さず、コスト抑制を意識して海外

における中古漁船の購入を優先している。

このような習慣は、ロシア連邦漁船団の更

新、広く言えばロシア連邦における水産業

全体の近代化への貢献に繋がらないとし、

テルスキーは、国内水産業の主体編成を中

小企業群から「専門経営者」に置き換える

新たな割当制度を導入すべきだと主張して

いる。新たな制度の実施によって、個別的

利益の追求から国家利益に沿う行動に移る

中小企業がいれば理想的だが、結果として

中小企業は行き場を失うだろうと想定して

いる。しかし、それはロシア連邦の水産業

の長期的かつ安定的な発展を考慮すると必

要な犠牲であると締めくくっている。テル

スキーの持論は興味深いことに、1930 年代

の日本における産業合理化政策の推進論者

の一人、平井泰太郎（神戸高等商業学校教

授（当時））が提唱した「国民経済的合理化」

論34と共通点が多い。 
 2015 年 10 月 19 日、ロシア連邦における

水産業の発展を議題にした国務院の幹部会

が開かれた際、テルスキーと同様、設備投

資または新規漁船の建造や水産加工工場数

の増加につながっていない「歴史的原則に

基づく漁獲割当」制度を問題視する声が政

府幹部の間で上り35、新たなる分配方式の

検討が議論された。その翌年の 7 月 3 月に

採択された「漁業と水産生物資源の保全に

関する連邦法の改正に纏わる」連邦法36の

規定に投資義務割当の原則が明記されるよ

うになり、「歴史的原則に基づく割当」によ
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表 3：投資クオータ方式分配の強化、「歴史的原則に基づく」分配方式からの脱却 

 「歴史的原則基づく分配」

の割当 
投資クオータ分配の割当 

2018年 3月 対象魚種の漁獲割当：8 割 投資クオータ第 1 弾（オークション）、実施： 
スケソウ、ニシン、カレイ、マダラなど白身魚を対象に、

利用権 15年間に渡る最高漁獲許可量の 2割を落札競売の対

象にする 
以下、投資条件に基づく割合： 
ロシア国内造船所における新規トロール漁船建造 64 隻

（TAC 15％） 
陸上・水産加工缶詰製造の新規工場 27 施設（TAC 5％） 

2019年 3月 対象魚種の漁獲割当：5 割 カニ投資クオータ（オークション）第 1 弾、実施： 
カニ類（深海蟹を除く）を対象に利用権 15 年間に渡る最高

漁獲許可量の 5 割を落札競売の対象にする 
以下、投資条件： 
ロシア国内造船所における新規カニ漁船建造 41 隻 

2021年 9月 対象魚種の漁獲割当：56％
対象魚種の漁獲割当：0％ 
対象魚種の漁獲割当：0％ 

政策方針、表明： 
投資クオータ第 2 弾：白身魚の落札競売される最高漁獲許

可量を 24％追加 
カニ投資クオータ第 2 弾：カニ類の落札競売される最高漁

獲許可量を 5 割追加 
ウニ、ナマコ、ツブ、ホタテ貝、その他の甲殻類／貝殻類

の最高漁獲許可量を全て落札競売の対象とする 
2022 年 
10 月 27 日 

第 2 投資クオータ及び第 2 弾カニ投資クオータの導入を規定するロシア漁業法の改正案

が下院の第一次審議を通過する 
2022 年 
12 月 20 日 

第 2 投資クオータ及び第 2 弾カニ投資クオータの導入を規定するロシア漁業法の改正案

が、下院議会の第二次審議の場で議論される予定 
出典：筆者作成 

って与えられた 15 年間に渡る利用期間が

2018 年に終了した時点で、同年より主要な

る魚種（スケトウダラをはじめとする白身

魚が中心、カニを除く魚種）の漁獲割当量

の 2 割を投資入札方式で分配されるように

なった。落札者に対し、入札対象となった

漁獲割当の内 15％についてロシア連邦国

内の造船所でトロール船を建造する義務が、

残りの 5％については沿岸部における水産

加工工場を建設する義務がそれぞれ課せら

れる結果に至った37。さらに、2019 年から

はカニの漁獲割当量の 5 割について投資入

札方式―落札者にはカニ漁船・カニ加工船

を国内で建造する義務が課せられる―で分

配されることが決定された。2021 年秋、ロ

シア漁業庁は新たな政策方針として、白身

魚の落札競売される最高漁獲許可量を

24％追加し、カニ類の最高漁獲許可量の全

割当を入札競売の対象にし、さらにはウニ、

そしてナマコ、ツブ、ホタテ貝など海外市

場で高価格を有する甲殻類及び貝殻類の水

産物の漁獲割当量を落札競売に全振りする

可能性が模索されていることを明らかにし

た。2022 年 7 月 28 日の法律改正案を提出

した農業省と漁業庁は、まさにこの案の実

施を実現しようとしている（表 3、参照）。 
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表 4：2019 年におけるロシア極東で活動する水産関連の経済主体数（単位：1 社） 

地域 漁業会社 養殖漁業会社 合計 

極東連邦管区 2,650 225 2,875 

カムチャッカ地方 703 11 714 

サハリン州 683 39 722 

ハバロフスク地方 481 25 506 

沿海地方 343 120 463 

マガダン州 111 7 118 
出典：ロシア連邦国家統計 2021 年に基づき筆者作成 

3－3 投資クオータ（漁獲枠）のオークション

分配制度を巡る論争と浮き彫りする諸

問題 

 投資落札競売による漁獲割当分配を巡

り、同制度が実施されはじめた 2018 年当時

から現在に至って、各関係企業や当局の間

で白熱した議論が繰り広げられてきた。ウ

クライナ侵攻後におけるロシア連邦農業省

と漁業庁が提出したオークション制度の強

化案は、その先鋭化を意味する。それらに

注目するに至り、ロシア連邦における漁業

を取り巻く主要なる対立構図を明らかにし

ていくことを目的とする。 
 
坂口泉が指摘する様に、「ロシア産のカニや

スケコ（スケトウダラの卵巣）…、それら

水産物の大半は極東地方の漁業水域で漁獲

される、また、ニシンやサケ類の主要漁場

も極東地方である。内外で人気のある魚種

の大半がロシア極東で漁獲されていると考

えてよいだろう38。」また、本人は 2019 年

度においてロシア連邦で漁獲された水産物

の内、7 割がロシア極東の漁業水域産であ

ることを取り上げ、ロシア連邦国内におい

ても中心的な漁場であることを強調してい

る。言うまでもなく豊富な資源の開発を目

当てにロシア連邦の有力企業のほとんどが

極東海域で操業を行っている。坂口は、こ

れら資本群を二つのカテゴリーに分けてい

る。一つはロシア極東を活動拠点としてい

る、いわゆる「地域密着」型の古参企業（極

東出身者率いる大手と中小企業）であり、

2021 年度は 2,875 体に上がる総合経済主体

数のほとんどの割合を占めている（表 4、
参照）。その一方で、投資入札制度が導入さ

れた時期から台頭し始めた、ロシア連邦政

府と密接な関係を有しているとされる新興

勢力が存在している。これら漁業勢力の間

で、水産物漁獲枠の入札における投資義務

の対象を巡って深刻な見解の相違が生じて

いる。記述の通り、落札競売によって与え

られる漁獲枠は、新規漁船の建造あるいは

水産加工場の建設義務を背負うことを意味

する。新興勢力は、国内造船所での大型漁

船の建造を優先すべきと主張しているのに

対し、極東の古参企業は沿岸地域での水産

加工場の建設義務を優先すべきであるとい

う見解を示している。役者それぞれが抱い

ている思惑について様々な憶測が取り沙汰

されているが、最も現実を反映している解

釈は次のように考えられる。大型トロール

漁船の建造に固執している新興勢力のほと

んどは極東に拠点を持っておらず、地域に

対する土着心がまるで存在していない。そ

ういう意味では沿岸部における水産加工場

の建設にメリットを見出せるはずがない。

むしろ、投資対象として水産加工場の建設

を優先させること自体が非効率的な考えで
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あるというのが本心だと伺える。新興勢力

の一つとされている NOREBO グループの

担当者は、次のように語っている39。地方

古参企業の大半を占めている中小企業に関

して、水産生物資源の原料を海外市場に販

売して利益を生み出してきた今までの経営

行動パターンを振り返ると、新規建設され

た水産加工場に原料が調達されるのは考え

にくい。原料調達される保証のない水産加

工場の建設を優先すること自体が経済的な

ナンセンスである、と指摘している。充実

した設備によって「漁」と「加工」を両立

させて操業できる大型トロール漁船の建造

こそが効率性の観点で最も有意義な投資で

あり、沿岸加工施設の建設を重視する業者

はセットで原料調達目的の中小型漁船の建

造義務を背負うべきだと主張している。 
対して極東地域をはじめとする沿岸地域

に根付いた業者は、ロシア連邦国内の造船

所を取り巻く深刻な状況を考えたとき、大

型漁船の建造を優先するのは経済的なリス

クが大きすぎると反論している。ウクライ

ナ情勢が悪化した 2022 年の時点で、2018
年に開始された第 1 弾投資クオータ、及び

2019 年に開始された第 1 弾カニ投資クオー

タの枠組みで漁獲枠落札社が引き受けた建

造漁船 105 件の内、10 件しか完成していな

い。坂口はこの事態の説明にあたり、三つ

の要因を明らかにしている40。①外国企業

が設計した船舶が大半を占めているため、

ロシア連邦海洋船舶登録法の基準に見合わ

せる調整に時間が掛かっており、②ロシア

連邦国内ではトロール船用の設備機器が生

産されておらず、海外からの調達に時間が

掛かっている上、③約 40 年間も漁船の建造

を引き受けていない国内造船所のほとんど

は漁船の建造ノウハウを失っており、手慣

れた軍艦建造の受注を優先する傾向が見受

けられる。これら要因に加え、ウクライナ

侵攻がきっかけでロシア連邦に課せられた

経済制裁の影響41を考慮すると、現状が改

善へ向かう可能性も極めて不透明であると

認めざるを得ない。その上で極東の企業群

の殆どは、地方における雇用創出を念頭に、

漁船建造とは対照的に計画的実現性を有す

る投資対象として、沿岸部における水産加

工工場の建設を優先すべきと主張している。 
また、古参企業の中からは投資クオータ

を巡る落札対象を貝殻類にまで拡大しよう

とする農業省と漁業庁の試みが、今まで保

たれてきたロシア連邦沿岸地域の社会経済

秩序を崩壊の道へと導きかねないという声

が強まっている42。この懸念は極東地域の

沿岸地方、中でも水産業への依存が特に強

いサハリン州、カムチャッカ地方、マガダ

ン州、ハバロフスク州の行政府関係者の間

でも共有されている43。サハリン州にとっ

てウニ漁の社会経済的意義といえば、辺境

地として知られる北方四島と北千島を含め

た千島列島における人口定着に大きな役割

を果たしていることだ。これら島々を根拠

地とするウニ漁は地元住人の個人経営によ

って行われており、経営者自身及びその家

族のみならず、ウニの流通・販売に関わっ

ているその他の業者と家族にとっても重要

な生活基盤となっている。もしウニ採取が

オークションの対象として認定された場合、

これら地元住人は生活維持の柱を奪われ、

結果的に辺境地における深刻な人口減少を

招きかねないとされている44。カムチャッ

カ地方では、2018 年に実施され始めた第 1
弾投資クオータによる地元経済への悪影響

―年間漁獲量 20 万トン近くに相当する漁

獲割当の消失―が既に見受けられている。

投資クオータ割当制度を巡り、落札競売の

漁獲対象水産物へのさらなる適応拡大は同

地方にとって、地元中小企業が現在利用し

ている―スケトウダラをはじめとする白身
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魚とカニが中心の―漁獲枠の 44％が失わ

れ、結果的に 2500 人分の雇用が消滅するこ

とを意味する45。極東地方・州行政府は、

地元を拠点とする中小企業数の減少が―自

治体登録法人税などによってもたらされて

いる―地方収入の落ち込みに繋がるとして、

投資クオータ制度の強化に極めて慎重な姿

勢を見せている46。 
「中小企業群の段階的排除、そして沿岸

地方の社会経済的秩序の崩壊へと導きかね

ない漁獲割当制度の強化を後押ししている
47」ことを理由に古参企業が批判している

新興漁業勢力の内、「ロシア漁業会社」が特

に敵視されている。 
 
3－4 投資クオータ制度推進の中心的役割を

演じる「ロシア漁業会社」の特徴 

 ロシア漁業会社（Русская рыбопромышленная 
компания）は 2011 年、グレブ・フランク

とミハイル・ヴォロヴョフという人物らに

よって設立され、2018 年春にグレブ・フラ

ンクが相方から株式を買い取り、企業の所

有株比率 95％を握るようになった48。2013
年からパシフィック・アンデス社をはじめ

とするロシア極東で活動していた大手水産

会社を次々に買収し、ロシア連邦で最も多

くの漁獲割当を保有する水産会社の一つに

なった。列挙した会社の買収資金は、かつ

て経済発展貿易相をも務めたゲルマン・グ

レフ率いる政府系大手銀行スベルバンクか

ら獲得した融資で準備され、今でもロシア

漁業会社はスベルバンクに対し、巨額な債

務を抱えている可能性があると指摘されて

いる49。カニ漁獲割当 50％の落札分配の導

入を農業省並びに外局の漁業庁に働きかけ

たのは、他ならぬロシア漁業会社だという

説が業界内で有力となっている50。実際、

2019 年 10 月に実施されたカニ・オークシ

ョンの落札者の顔ぶれを見ると、入札方式

の提唱者とされるグレブ・フランク率いる

同社が 380 億ルーブル強を投下し、41 ロッ

ト中 10 ロット（極東海域を中心とし、カニ

資源量の約 1 万トンに相当する）を競り落

としている。2022 年 7 月に農業省が議会に

提出した、カニ割当のすべてを対象とする

入札の実施、そしてウニやホタテなど市場

価格の高い貝殻類すべてを対象とする入札

の実施をそれぞれ規定した法案も、政策決

定者に対するロシア漁業会社が政策決定機

関に働きかけた疑いがロシア連邦の水産業

界内で抱かれている。実際、グレブ・フラ

ンク本人は新興漁業勢力に有利な条件で割

当分配制度を工夫する様、政策決定者に対

し公の場での呼びかけを繰り返してきた。

この種の覇権主義的な態度を前にして、中

小企業の中でも不快に思うもの多かったの

も事実である51。しかし、裏付ける具体的

なデータがない限り、この種の「結託」

（”Collusion”）を学術的に立証するのは極

めて困難であると言わざるを得ない。ただ、

疑念を抱かせる奇妙な現象が起きているの

も確かである。投資クオータを取り巻く議

論において、農業省並びに漁業庁がロシア

連邦の水産業の中小企業群に対して恫喝に

近い激しい当りを見せているのがその事例

である。自ら提案してきた投資落札を巡る

提案の数々に異議申し立てを繰り返してき

た業者に対し、外国製技術への依存からの

脱却、ロシア連邦における水産業の自立と

発展、それらを妨げる後者の「非愛国的な

振る舞い」を農業省と漁業庁が揃って批判

している姿が 2019 年以降目立っている。カ

ニ投資クオータ第 1 弾が実施された際、漁

業庁によって資金力のない中小業者の応札

を厳しくする細則の修正（入札開始価格の

一方的な引き上げ、入札開始価格に応じた

保証金の納付義務の追加など）が下位文書

で徐々に加えられ52、大手中心の手中に資

－ 54 －



 
海洋政策研究 第 17 号 

 

源利用権を集中させようという意図が漁業

庁にあるという疑いが中小企業群の間で生

まれた。2019 年 12 月 22 日から 12 月 30 日

に至って、国営テレビ（ロシア 24）でロシ

ア連邦における漁業の実態を追う特集が

11 回にわたって人気番組で連続的に放送

されたことがある。それは、地方で漁業に

従事する中小企業がカニ密漁・密輸行為に

明け暮れており、国内水産業の発展に深刻

な障害になっていると伺わせる内容だった
53。これは地方水産業界に大きな衝撃を与

え、「あたかも各中小企業が潜在的密漁者で

あるというイメージを視聴者に植え付け、

漁獲枠分配制度改革の推進を正当化するも

のだ」と凄まじい反発を招いた54。この事

件は、ロシア連邦の水産業の改革を進める

上で国民の支持を勝ち取るための「世論奮

起の試み」という解釈ができるが、国民の

中での反響は薄く、空振りに終わってしま

っている55。また、2022 年 7 月 28 日に提出

された法案を巡る議論の場においても、中

小資本群の批判が農業省をはじめ漁業庁か

ら繰り広げられている56。 
 漁業政策を推進する当局の目的がロシア

連邦沿岸地方で活動する中小資本群の段階

的排除、そして水産資源の利用権を大手企

業中心に再分配することだとしても、それ

がロシア漁業会社の働きかけによる結果で

あると裏付ける物理的な根拠が欠如してい

る以上、同企業のロビイング活動による国

家政策への関与を断言するのは困難である。

しかし、北洋漁業の歴史を振り返ると、そ

のような前例が実在したことが分かる。記

述の通り、ロシア漁業会社とスベルバンク

は強い投資がらみの関係で結ばれている。

この関係は、水産物輸出を巡る流通権益の

掌握を念頭に北洋漁業合理化（中小企業群

の吸収による統合）政策の推進に中心的な

役割を演じた日魯漁業会社と三菱商事の関

係に極めて類似している。国際的非常時の

発生に伴って必要とされた北洋漁業の改革

に乗じて、三菱商事たる財閥系巨大資本が

利権争奪に乗り出したことを踏まえると、

同じくウクライナ危機がもたらした非常時

への対策として推進されている水産業改革

に、「スベルバンク」のような巨大資本が同

じ目的で、大手水産企業に莫大な融資を投

じて政策に影響しようとする動きは不自然

ではない。 
 

4．おわりに 

本論文では、1930 年代日本の「北洋漁業」

を対象に実行された「行政合理化」、すなわ

ち当時の国策に沿って日魯漁業株式会社と

いった大企業を中心に進められた露領漁業

の再編成、そして現代のロシア連邦政府が

ウクライナ危機をきっかけに展開している、

北極＝ロシア極東における大企業優位で進

む連邦水産業の合理化過程、これらを比較

対照することにより両政策の間に極めて類

似したメカニズムが生じていることが証明

された。 
北洋漁業合理化政策と現代ロシア連邦の

水産業改革の推進者を比較してみると、双

方において当局レベルでは農業省と漁業庁

の主導で行われており、企業レベルでは巨

大資本系大手企業（日魯漁業株式会社とロ

シア漁業会社）が政策の推進に大きな影響

を与えている。当時の日本と現代ロシア連

邦は政策実行の背景として、揃って非常事

態に直面している。当時の日本は世界恐慌

がもたらした経済難に直面し、満州事変の

発生によって国際的な孤立を招き、そして

ブロック経済圏の形成によって西欧諸国か

ら貿易摩擦を突き付けられた。ロシア連邦

はクリミア半島編入が象徴する第一次ウク

ライナ危機（2014 年）及びウクライナ侵攻

によって発生した第 2 次ウクライナ危機
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表 5：「北洋漁業」及び「ロシア連邦漁業」合理化政策の比較 
 「北洋漁業」合理化政策 

（1929 年－1939 年） 
ロシア連邦漁業の合理化政策 

（2016 年－2022 年） 
政策推進者 政府機関：大蔵省、農林省、水産局 

巨大資本系企業：日魯漁業株式会社 
（三菱商事） 

政府機関：経済開発貿易省、農業省、漁業庁 
巨大資本系企業：ロシア漁業会社（スベルバン

ク）、 
NOREBO グループ、ANTEY グループ 

直面した 
非常事態 

・世界恐慌（1929 年） 
・ソ連国営企業、極東へ進出（1930 年）

・満州事変（1931 年）及び国際連盟脱

退表明（1932 年） 
・英国をはじめ、欧米諸国のブロック

経済圏の形成（1932 年以降） 
・日中戦争（1937 年以降） 

・第 1 次ウクライナ危機（2014 年）：クリミア

編入。ロシア、経済制裁の対象になる 
・コロナウイルス危機（2020 年－2022 年）： 

世界における感染症拡大の影響で、貿易収入

（石油・天然ガス、水産物）が激減 
・第 2 次ウクライナ危機（2022 年）：ロシア軍

によるウクライナを対象に「特別軍事作戦」

を開始。ロシア連邦、さらなる経済制裁の対

象になる 
政策目標 ・食糧安全保障の確保 

（本土及び満漢支） 
・安定的な外貨獲得 

（英国及び欧州市場へ鮭・鱒及びカ

ニ缶詰製造品の輸出） 
・遠洋出漁の展開による帝国日本の 

水産権益拡大 

・食糧安全保障の確保 
（本土、編入領域、非承認国家） 

・安定的な外貨獲得及び水産生物資源利用税に

よる国家収入の増加（輸出：欧州は白身魚、

東アジア諸国は甲殻類及び貝殻類） 
・世界海域（公海、外国水域）への国内漁船団

の出漁展開により、ロシア連邦の漁業権益を

世界各地に拡大・確保（海洋ドクトリン） 
独占漁業の 
形成手法 

企業統合：合併・合同政策、巨大資本

による中小企業の吸収 
独占大手企業の手中へ水産生物の資源利用権を

一極集中：水産物の漁獲割当を巡り、落札競売

制度の段階的な導入・強化 
（中小企業にとって不利な形で） 

出典：筆者作成 

（2022 年）が原因で西側諸国からの経済制

裁の対象となった。直面する国難からの脱

却を目指す上で双方の水産業界に課せられ

た戦略的目標は、本土並び編入地域と非承

認国家における「食料安全保障の確立」と、

輸出体制の強化による「安定的な外貨獲得」

の確保という点で共通している。これらの

実現に向け、国内水産業の生産効率化が不

可欠であるという認識も共有されており、

方法論として 1930 年代の日本と現代ロシ

ア連邦は、水産業の構成主体の再編成（従

来操業の中心だった中小企業群を複数の大

手企業に置き換える方法）を行って技術合

理化を図っている。相違点があるとすれば、

その手法である。漁業主体編成を戦前日本

が企業合併や企業吸収の形で推し進めたの

に対し、ロシア連邦は水産資源を巡る利用

権の分配を段階的に中小企業群から大手企

業に移転さようとしている。しかし総合的

にみると、戦前の日本とほとんど一致して

いるメカニズムがウクライナ危機下のロシ

ア連邦漁業政策に存在しているため、後者

が「産業合理化」政策の類に当てはまると

いう結論は成立する（表 5、参照）。 
 今後の課題としては、戦前日本とプーチ

ン政権下の現代ロシア連邦がそれぞれ展開

する「合理化政策」を巡り、時間幅の相違

についての詳細な検討が挙げられる。1929
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年以降の日本の合理化政策が太平洋戦争突

入までに至って長期に議論されていること

は対照的に、現代ロシア連邦の合理化政策

が 2018 年から現在に至る短い期間にわた

って論点を絞られているという印象を、本

論文が与えかねないのが原因である。現代

ロシア連邦の水産業合理化政策の「実施」

は確かに 2018 年に始まっている。しかし、

投資漁獲割当制度の法的基盤が 2016 年に

整った事を踏まえると、当時のロシア連邦

政府内で、クリミア編入にあたる 2014 年の

第 1 次ウクライナ危機から間もなく、合理

化政策の実施に移る意向が既に固まってい

た事が理解できる57。政策実施が 2018 年に

開始されていながらも、それに向けた下準

備がそれ以前から着手されていた事を踏ま

えると、ロシア連邦の水産業合理化の政策

過程が 2018 年から 2022 年に至る短期間に

限定されているわけではないことを、あら

かじめ強調しておく。 
 また、戦前日本の北洋漁業合理化政策と

現代ロシア連邦の水産業合理化政策を結ぶ

歴史的連続性をより詳細に把握することも

今後の課題として挙げられる。確かに、第

二次世界大戦終結からソ連崩壊に至る冷戦

期のソビエト連邦が展開した漁業政策の視

点が本論文では扱われておらず、二つの歴

史の過程比較を巡って「時代の空白」が生

じてしまっている。特に、1970 年代ソ連邦

が展開した海洋政策（「オケアン戦略」）の

枠組みで進められた国家的漁業政策を考察

対象にすることで、本研究にさらなる深み

を加えることに踏み込まなかったのは、反

省すべき点である。当時のソビエト連邦が

実施していた漁業政策も、世界海洋（公海、

及び海外領域）へ国営企業の漁船団を展開

し、自国領域外における国家の漁業権益を

確保するその試みから、戦前日本並びに現

代ロシア連邦の漁業政策方針と共通した帝

国主義的な傾向が存在していた。また、戦

前の日本と現代ロシア連邦が漁業合理化政

策の実施によって、「辺境」における人口定

着の重要な役割を担っていた中小企業群が

「水産業の生産力・生産効率向上」という

国策的目標の名の下で排除される共通現象

が生じている。それは即ち国家が危機に直

面した際、「食糧安全保障と外貨獲得の確保」

と「辺境の人口安全保障」が天秤に掛けら

れ、前者が優先されることを意味する。対

照的に、1970 年代ソビエト連邦の国家的漁

業政策は、極東地域に漁業関係の労働者を

積極的に入植させる形でソ連社会主義経済

特有の 5 ヵ年計画を推進し、国内水産業の

世界的地位を築き上げ、「漁業の近代化」と

「辺境における人口安全保障」の両立をあ

えて実現させた事例である。これを踏まえ

ると、戦前の日本とプーチン政権下のロシ

ア連邦の間で共通する中小企業群排除の動

きは、双方が掲げた非常時対策としての漁

業政策に見る帝国主義的な傾向に起因する

のではなく、双方が共有する「資本主義漁

業」というもう一つの特徴に視点を改めて

捉えるべき合理化現象であることが、仮説

として成り立つ。「水産業」と「資本主義経

済」／「社会主義経済」の相性を論ずる上

でこれら漁業政策の比較研究に取り組むの

もまた選択肢の一つとして検討に値するが、

それは今後の研究課題の一つとして保留し

ておくとする。 
 ロシア連邦によるウクライナ侵攻を背景

に日ロ関係の行方が危ぶまれる中、ロシア

連邦の最新なる漁業政策の動向を考察する

本論文で、今後における同国漁業の実質的

な変化、又は日ロ漁業関係の展望などが論

じられることを求める意見が存在するかも

しれない。しかし、筆者が本論文の執筆に

着手している現時点では、ロシア連邦で投

資落札競売による割当分配に関連する法案
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はまだ議論されている段階にとどまってい

るため、展望を巡る議論に踏み込むのは時

期尚早である。国策的な性格を浴びている

以上、同法案が最終的に連邦議会両院で採

択され、成立する事は確実だと断言できる。

ただ、極東地域や北極海沿岸部を中心に活

動する中小企業群の利権を代表する経済組

織58が見せる抵抗よって、その内容が修正

される可能性も完全に排除する事はできな

い。具体的な展望を語り始めるのは 2023
年、すなわち法案の成立に続いて落札競売

が実施されたその時が、最も適したタイミ

ングであると考える。しかし、1930 年代日

本で実施された北洋漁業の合理化政策が及

ぼした社会経済的影響を参考に、プーチン

政権下のロシア連邦が進めている合理化政

策に潜む潜在的リスクを論ずることは可能

である。 
 戦前北洋漁業がもたらした海洋安全保障

上の問題の一つは、産業合理化政策の実施

をきっかけに豊富な水産生物資源が眠る漁

場から締め出された中小企業群による密漁

行為の横行が取り上げられる。「露領漁業」

及び「北洋公海沖取サケ・マス漁業」の統

制によって従来の操業空間から排除された

北海道・東北地方出身の個人経営者や中小

企業群の殆どはその後、当時のソビエト・

ロシア連邦との国境にあたる北千島・幌筵

島に集結し、周辺水域を舞台にサケ・マス

流し網漁に従事するようになった。しかし、

比較的資源が豊富だった隣接ロシア領カム

チャッカ沿岸海域への越境操業を繰り返す

密漁行為が存在していた事は先行研究で明

らかにされている。当時、露領漁業に対す

るソビエト側の規制がさらに厳しくなるの

を回避するため、日本海軍の国境警備当局

は日本漁船に対して領海侵犯を控えるよう

繰り返し注意を呼び掛けていたが、北千島

業者による密漁行為は特に問題視されてい

た。1937 年、北方方面の日露国境の警備に

あたっていた第一駆逐隊指令が電報で「北

千島水産会所属の漁船の中でも領海を侵す

者が相当ある」問題を報告した記録の存在

が、荻野富士夫の研究で明らかにされてい

る59。産業合理化政策の影響で漁場を失っ

た業者が個別的利益の追求に駆られ、密漁

行為に走るという合理化政策の反動は立証

済みである。 
 実際、現代ロシア連邦の場合、2019 年に

実施され始めたカニ投資クオータ第 1 弾の

影響により、ロシア極東で同じような現象

が、未だ小規模に留まっていながらも、発

生し始めている。近年、カムチャッカ沖西

部でカニ漁の漁獲枠を投資競売で失った地

元業者がカニ密漁を行い、ロシア連邦国境

警備艇に拿捕されるケースが報告されてい

る。北海道機船連の原口聖二は、2019 年の

オークション実施で翌年以降、日本海域も

含めて密漁が再び活発化したと指摘し、第

2 弾の実施によって密漁行為の件数がさら

に増える恐れがあると警告している60。よ

ってロシア極東海域及び日本の排他的経済

水域を中心に、かつて戦前日本の北洋漁業

合理化が引き起こした密漁現象と類似した

シナリオが、現代ロシア連邦における漁業

の合理化の推進によって繰り返される、そ

の危険性は無根拠ではない。 
 戦前北洋漁業の合理化政策が 1930 代後

半に入ってもたらしたもう一つの問題は、

汽船トロール漁船や母船式流し網漁船によ

る北洋での過剰漁獲問題に関連する。表 1
で確認できる通り、北洋漁業の独占企業と

して活動していた日魯漁業株式会社の総合

漁獲成績は、その黄金期を 1932 年から 1937
年に経験し、1938 年以降、徐々に低迷傾向

になり、1942 年には著しい落ち込みを記録

している。この流れは歴史上、日本が日中

戦争（1937 年）の勃発に伴って戦争経済に
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突入し、燃料の温存を考慮に北洋海域での

操業船団が徐々に縮小されていった理由が

取り上げられる。魚種ごと統計を再び見渡

すと、露領漁業統合の年にあたる 1932 年か

ら 1942 年に至って激しく流動的な漁獲の

流れが際立っている。当然、漁業とは魚の

来遊状況に左右される不安定な産業である

ことは言うまでもない。豊漁や不漁の年に

よって漁獲成績が著しく変化するのは驚く

べき現象ではない。しかし、ヨーロッパ市

場へ向けた対外輸出に全振りされていた紅

鮭を対象とする漁獲数の場合、1934 年に記

録した最高漁獲量は 13万 9千石にも達して

おり、翌年の 1935 年は最低水準の 5 万 3
千石にまで落ち込んでいる。本来、この流

れを前にして、資源保護上の対策が講じら

れてもおかしくないはずだが、1936 年以降

の数字を見渡すとその気配がない。戦前北

洋漁業を巡る資源保護/資源管理の問題を

扱う先行研究は入手困難である。しかし、

戦前の東シナ海・黄海における底魚漁業を

資源保護の観点で当時の政策評価が、片岡

千賀之によって 2013 年になされている。戦

前日本の南西洋漁業も組織編成による合理

化が推進されたため、北洋漁業を論ずる上

での比較材料としては価値のある先行研究

の一つである。片岡の研究は、当時の日本

の南西洋漁業を巡る乱獲問題や資源評価の

楽観的傾向を批判する際、その特徴を科学

的資料の欠如と海洋科学の未発達が主要な

る原因だったと位置付けている61。また、

実施されていた出漁漁船隻数の臨時的制限

は、「資源保護」でなく資本間に生じた漁業

権益の調整を図る目的で実施されていたも

のであることを立証している62。1935 年に

おける公海沖取サケ・マス流し網漁の統制

を巡り、政府側によって母船式漁船団の総

隻数が制限されたのも、日魯との統合へ向

けた足掛けが目的だったことを振り返ると、

片岡の指摘は北洋漁業にも当てはまると言

えよう。 
 では、同じ問題が現代ロシア連邦で発生

しうるだろうか。戦前とは比較的に、現代

の海洋科学は的確な資源測定を行うに十分

な知識が整っているのは確かであろう。し

かし、そのリスクが低いとはいえ、まった

く存在しないわけではない。ロシア連邦の

海洋科学研究者の間では、同国の漁業合理

化政策がもたらすであろう操業条件・環境

の変化を念頭に、より的確な資源測定を可

能にするための投資が今後必要になるとい

う認識が共有されている63。しかし、ウクラ

イナ侵攻の影響を受け連邦予算の調整が迫

られる中、果たしてその目標実現に向けて

ロシア連邦の科学機関が十分な予算を与え

られるだろうか。適正な漁獲調整は的確な

資源測定があってこそ実現することを踏ま

えると、合理化後におけるロシア連邦の船

団による過剰漁獲の可能性も排除できない。 
 このように、ウクライナ侵攻後において

加速するロシア連邦漁業とその合理化に潜

むリスクを前に、同国と漁業海域を共有す

る日本はどのような選択をすべきだろうか。

ロシア連邦による軍事侵攻が発生して以降、

日本は西側諸国との連携を決断し、ロシア

連邦との対話はほとんど途絶えており、漁

業分野における対話でさえも危ぶまれてい

る。参考例として注目すべき国があるとす

れば、それはロシア連邦の隣国ノルウェー

である。同国は北大西洋条約機構の加盟国

であり、ウクライナ侵攻に伴って西側諸国

と同じスタンスをとっている。しかし、バ

ーレンツ海に生息する海洋生物資源を共有

しているロシア連邦との漁業や資源保護を

巡る対話や共同調査の実施は依然として維

持し64、ウクライナ政府からロシア連邦に

対する漁業を巡る制裁強化を要請されても、

それを跳ね返し続けている65。それは、漁
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業大国たるノルウェー政府にとって死活的

重要性を持つ、譲れない国益に直結するか

らである。ロシア連邦との摩擦を巡り海洋

関連対話の扉を閉め、万が一、バーレンツ

海の資源動向に取り返しのつかない悪影響

が生じた場合、ノルウェーの社会経済が被

りうる打撃は計り知れない。ウクライナ政

府は言うまでもなく、イギリス政府、米国

政府をはじめ、万が一の事態を前にして政

治責任を共に負う国がどこにも存在しない

以上、ノルウェー政府にとっては譲れない

一線なのである。海洋問題を巡る対話維持

は、ロシア連邦の軍事介入を容認すること

には決してならない。経済制裁に追い込ま

れた相手国が生存をかけて独断の海洋政策

に踏み切った時、対話の継続や連携の維持

は政策的独走が海洋環境に及ぼしうるその

影響に歯止めをかける上で、極めて重要か

つ強力な抑止になる。地政学リアリズムに

基づくこの種の決断は、サハリン 2 を巡る

権益維持を譲らない姿勢を貫いている日本

政府が踏み切ることは、理論上可能だ。し

かし、ウクライナ侵攻が開始されて以降、

日ロ関係を巡って海上災害（知床観光船沈

没事件）や漁業問題が生じた際に日本側が

見せた後出気味の対応を振り返ると、日ロ

海洋／漁業問題の行き先に対して抱かれて

いる危機感に疑問を抱かざるを得ない。 
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ブルーインフィニティループから見た海洋ガバナンス 

―「海洋中心主義」への回帰を目指して― 
 

小森 雄太＊ 

 
 

 国連海洋法条約の成立を受けて、世界各国では海洋の総合的管理の推進を目指されてき

た。これは換言すると海洋ガバナンスの構築であり、具体的にはグローバルなトリレンマ

の克服である。本稿は海洋ガバナンスをめぐる国内外の動向を踏まえ、いわゆる「人新世」

の海洋ガバナンスの考察に資する視座を検討した。その結果、気候変動の影響を受けて形

成される新たな SLOCs と既存の SLOCs からなる BIL が外交・安全保障分野のみならず、

経済・社会分野にも多大な影響を与え得ること、その結果として国際関係にも影響を及び

得ることを解明した。 
 
キーワード：国連海洋法条約、海洋ガバナンス、トリレンマ、気候変動、人新世 
 
 
 
1．はじめに 

1－1 本稿の目的 

 海の憲法1とも称される海洋法に関する国

際連合条約（国連海洋法条約）（United Nations 
Convention on the Law of the Sea：UNCLOS）
が採択されてから 40 年、我が国が 1996 年に

批准してから、約四半世紀が経過した。

UNCLOS の成立を受けて、世界各国は海洋の

総合的管理の推進を目指すこととなった。例

えば、我が国においては 2007 年には海洋基

本法が制定され、2008 年には同法 16 条に基

づき、海洋基本計画が閣議決定された。その

後、海洋基本計画は 2013 年に策定された第 2
期海洋基本計画を経て、現在は第 3 期海洋基

本計画が実施されている2。 

 この間に目指された海洋の総合的管理と

は、換言すると海洋ガバナンスの構築であ

り、解決すべき課題としては、「開発」―「環

境」―「平和」のグローバルなトリレンマ

を克服することが挙げられる3。また、グロ

ーバル経済を支える物流の大動脈である海

上交通路（Sea lines of communication：
SLOCs）の重要性はグローバル化の進行に

より増大化する一方であるが、海洋自由と

沿岸各国による資源開発や環境保護を名目

とした権益保護が発生するなどの動きも生

じており4、単なる経済活動や環境保護活動

に止まらないトリレンマ問題がまさに現実

のものとなっている。 

 本稿においては、これまでの調査研究を

（政策ノート） 
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通じて明らかとなった海洋ガバナンスをめ

ぐるさまざまな動向やそれに伴って明らか

となった課題を解決するための手がかりを

得るべく5、いわゆる「人新世（Anthropocene）
6」における海洋ガバナンスを考察するため

の視座を検討する。 
 

1－2 海洋ガバナンスの確立において求めら

れる視座 

 政治学あるいは国際関係論におけるリア

リズムは、一般的に「ホッブズ（T. Hobbes）
に由来する大きな権力による安全保障を志

向し、国際政治を権力闘争と捉える理論」

と解される7。このリアリズムの代表的な論

者であるモーゲンソー（H. J. Morgenthau）
は、各国の権力闘争の均衡を志向する勢力

均衡が国際秩序を維持する最も有効な手段

であると論じている8。リアリズムに依拠す

ると考えられる海洋安全保障に関する取り

組みとしては、例えば、東南アジア諸国に

おける海洋安全保障に関する能力構築が挙

げられる9。現在行われている取り組みは海

賊対策などの法執行能力の向上に重点が置

かれたものであるが10、言うまでもなく法

執行能力の向上は安定的な海洋秩序の構

築・発展のために求められる具体的な取り

組みであり、それへの支援にはリアリズム

の思考が垣間見える。一方で、アジア海賊

対策地域協力協定（Regional Cooperation 
Agreement on Combating Piracy and Armed 
Robbery against Ships in Asia：ReCAAP）に

代表される法執行能力に関する取り組みが

直接的な利害関係を有する関係国によって

実施されていることを踏まえると11、リア

リズムの観点においては、あくまでも各国

における権益確保のアリーナと看做せざる

を得ず、グローバルコモンズに程遠いと言

わざるを得ない。 
 一方、リベラリズムは、「ロック（J. Locke）

やカント（I. Kant）の影響を受けて、国際

社会にも共通の利益や規範が存在し、対立

や紛争は常態化しないとする理論」である

と一般的に解される12。このリベラリズム

およびそれを基礎として発展した国際レジ

ーム論やグローバルガバナンスに基づき13、

海洋の分野で取り組まれているものとして

は、UNCLOS や 1993 年に発効した生物多

様 性 条 約 （ Convention on Biological 
Diversity：CBD）、1994 年に発効した気候

変動枠組条約（United Nations Framework 
Convention on Climate Change：UNFCCC）
をはじめとする国際約束が挙げられ14、特

に UNCLOS は「海の憲法」と称され、現代

の海洋秩序の基盤とされている。しかし、

昨今問題となっている幾つかの国家による

過度の海洋進出は 15 、航行の自由作戦

（Freedom of Navigation Operation：FONOP）
をはじめとした実効的な取り組みを惹起し

ているが16、これはリベラリズムに基づく

取り組みにおける、ある種の限界ではない

かと懸念される。 
 以上の考察を踏まえると、海洋の分野に

おけるさまざまな取り組みはリアリズムの

みならず、リベラリズムに依拠する取り組

みが多く存在している。また、先述のよう

に国際社会はアナーキーであると看做され

ているが、海洋も自由とされてきたことも

欠くべからざる視点である。そのため、国

際社会論のようなそれぞれの視点に目を配

った考察が必須となる。 
 国際社会論はブルをはじめとする英国学

派が体系的に論じているが、国家を主要な

アクターとするアナーキーな社会としての

国際関係においても、国際法や道義的規則、

慣習もしくは確立した慣行の地位、正式合

意もなくあるいは口頭による通告さえなし

に生み出された単なる行動原則やゲームの

規則をも含む規則と、勢力均衡や国際法、
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外交のしくみ、大国による管理システム、

戦争すらも含む制度を通じた相互作用によ

って秩序は形成されると主張している17。

国際社会論が完璧な分析視角であるとは言

い切れないが、UNCLOS の前文において

「海洋の諸問題が相互に密接な関連を有し

及び全体として検討される必要があること

を認識し」なければならないとされる海洋

の諸課題を考察する上である程度有益な視

角ではないかと思料される。 
 

2．海洋ガバナンスの確立において取り

組むべき課題 

2－1 本稿における海洋ガバナンス 

 「海洋の総合的管理」としての海洋ガバ

ナンスは、「海洋の管理を目指す法秩序の構

築、並びに海洋の総合的管理および持続可

能な開発に関する政策・行動計画の策定・

実施の二つを基盤とした概念18」とされる。

これを具体化したものとして、法秩序とし

ては 1982年に採択されたUNCLOSであり、

政策あるいは行動計画としては 1992 年に

採択された環境と開発に関するリオ宣言

（ Rio Declaration on Environment and 
Development）およびアジェンダ 21（Agenda 
21）、2000 年に採択された国連ミレニアム

宣言（United Nations Millennium Declaration）
およびミレニアム開発目標（Millennium 
Development Goals：MDGs）、2002 年に採択

された持続可能な開発に関するヨハネスブ

ルグ宣言（The Johannesburg Declaration on 
Sustainable Development）、2012 年に採択さ

れた我々の望む未来（The Future We Want）、
2015 年に採択された持続可能な開発のた

めの 2030 アジェンダ（The 2030 Agenda for 
Sustainable Development）および持続可能な

開発目標（Sustainable Development Goals：
SDGs）などの一連の取り組みがそれぞれ挙

げられる。また、これらの国際的な動向や

取り組みに呼応する形で我が国を含む主要

国においては、海洋ガバナンスの確立に資

する政策の基本方針を法令等の形で取りま

とめられている19。 
 このように国際的な取り組みと各国にお

ける取り組みが並行的あるいは補完的に進

行している「海洋ガバナンス」をめぐる取

り組みであるが、現実にはこれらの諸課題

は個別的に取り扱われ、特に軍事安全保障

をはじめとする海洋安全保障は国益に直結

することもあり、その度合いがより強かっ

た20。加えて、学術的な観点から検討を進め

ると、一般的に政策分析を取り扱う人文・

社会科学分野と海洋に関する科学的な調査

研究に取り組む自然科学分野に大きな断絶

があることも無視することはできない21。 
 これらの課題を踏まえると、少なくとも

現段階においては、海洋ガバナンスの目的

も手段も分断されていると言わざるを得な

い。そのため、この統合こそ本来の海洋の

総合的管理、あるいは本来の海洋ガバナン

スの確立の前提条件となる。 
 
2－2 ヒトに依拠しない脅威の顕在化 

 海洋の総合的管理を志向した海洋ガバナ

ンスが理想と大きく乖離した状態で進行し

ている現状に拍車をかけ得るのが、昨今急

速に注目を集めつつある気候変動である。

この気候変動は単なる環境問題の域を超え

て、経済発展や安全保障にも影響を与え得

る問題となりつつあり、その懸念を示した

専門書も刊行されるなど22、気候変動が与

える影響は社会一般に共有されつつある。 
 安全保障上の脅威としての気候変動の特

徴としては、戦争をはじめとする、ヒトを

直接的に由来とするこれまでの安全保障上

の脅威とは大きく性質が異なることが挙げ

られる。これについて、冷戦期から警鐘が

鳴らされており、例えば、冷戦構造を形成
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した外交政策である「封じ込め政策

（Containment）」の理論的根拠とされる X
論文で著名なケナン（G. F. Kennan）は、「国

際的な科学コミュニティだけでなく、世界

の一般市民も、この暗黒の時代に、より有

望な新しい関心事を必要としている。特に

共産圏と西欧の大国は、冷戦の衰退しつつ

ある固定観念に代わる、共通して追求する

ことが可能で、全ての人々の利益になるよ

うな関心事を必要としている。世界中の若

者にとって、希望と創造性の新たな扉を開

くことは、精神的にも緊急の課題となって

いる。このようなニーズに応え、現在の国

際社会を覆っている不安と根強い敵意の大

変動を緩和するために、人間が存在する自

然環境の希望、美しさ、健全さを取り戻す

ための大規模な国際的努力以上に適した事

業があるだろうか。」と指摘し23、環境変化

が外交・安全保障に与える影響についての

警鐘を鳴らしている。また、後にグルジア

大 統 領 と な る シ ェ ワ ル ナ ゼ （ E. A. 
Shevardnadze）もソビエト連邦外相時代の

1988 年に開催された第 43 回国連総会にお

いて行った演説で「たぶん現在は、われわ

れの環境に対する脅威が確実に迫っている、

初めての時であろう。この第二の戦線は、

核と宇宙における脅威と同じ程度に、その

緊急性を高めている。現在は、何らかの地

球レベルのコントロールなしには、平和

的・創造的といわれている人類の活動が、

地上のすべての生活の基礎に対する地球次

元での攻撃に転化してしまうことに、明確

に気がついた、初めての時であろう。現在

は、通常の軍事手段を用いた防衛を基本と

する国レベルや世界レベルの安全保障とい

う伝統的な考え方が、いまや完全に過去の

ものとなり、早急に改められなければなら

ない、という主張の何たるかを、明確に理

解しうるようになった、初めての時であろ

う。環境カタストロフの脅威という前にあ

っては、二極化したイデオロギー的世界と

いう対立図式は、却下される。生命圏

（Biosphere）には、政治ブロック・同盟・

体制という区切りなど一切存在しない。す

べての人が、同じ気象体系を共有しており、

誰一人として、環境防衛という自分だけの

孤立した地位に立てるわけではない。人工

の第二の自然、つまり技術圏（Technosphere）
は、きわめて脆弱なものであることがはっ

きりした。多くの場合、その破綻はたちま

ちのうちに国際的で地球レベルのものとな

る…」と警鐘を鳴らしている24。 
 ケナンやシュワルナゼが指摘したのは外

交・安全保障分野への影響であるが、気候

変動の影響はこれらに止まるものではなく、

例えば我が国を事例にするならば、水産業

や海洋・沿岸域生態系、港湾・海岸、国民

生活といったあらゆる領域に及ぶものであ

る25。即ち、気候変動は前述の海洋ガバナ

ンスにおけるトリレンマ問題を構成する

「開発」、「環境」および「平和」の全ての

分野に大きな影響を与えるものである、正

に総合的なアプローチにより、解決するこ

とが求められる。そして、気候変動が我々

の社会や生活以上に大きな影響を与えてい

るのが、自然環境に対してである。 
 
3．地球環境の変化により生じる新たな

「世界」 

 気候変動の影響により、海洋ガバナンス

をめぐる政策課題あるいは枠組みの前提と

なる地理的環境、特にマハン（A.T. Mahan）
やマッキンダー（H. J. Mackinder）、スパイ

クマン（N. Spykman）をはじめとする古典

地政学が「氷に閉ざされた海」と見做して

いた北極海の環境が変化したことに注目す

る必要がある26。即ち新たな海上交通路の

開発により、特定の海域あるいは特定の海
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【図 1】ブルーインフィニティループの概念図 

出典：小森 2020 をもとに筆者作成。 

峡などのみで繋がっていたこれらの課題が

これまでの海洋安全保障を含む海洋ガバナ

ンスの文脈とは異なる繋がりを形成しつつ

ある。この北極海の変化によって、我が国

や東アジア、東南アジア、インド洋地域、

南太平洋島嶼域（メラネシアおよびミクロ

ネシア）などのインド太平洋地域、欧州や

北大西洋地域、北極海地域、太平洋地域（南

太平洋島嶼域（ポリネシア）を含む）を包

含するユーラシアブルーベルトとも言うべ

き新たな海上交通路が形成されるのみなら

ず、南北アメリカ地域を含むリムアメリカ

ンパシフィックブルーベルトとも言うべき

海上交通路も形成されることとなる。これ

は、これまで特定の海域や海峡のみで繋が

っていた課題を地球規模で繋げる「ブルー

インフィニティループ（Blue infinity loop：
BIL）」が具体化しつつあることを意味して

いる【図 1】27。これは 7 つの海が全て繋が

るという有史以来のパラダイムシフトが発

生しつつあるということである。 
 このパラダイムシフトにより、地球上の

あらゆる地域海の自然環境や人間活動が相

互に影響し合う可能性が高まり、海洋世界

のグローバル化が勃興・発展する可能性が

高まることが予想される。その結果、BIL
の出現は単なる海上交通路を超えた新たな

フロンティアの誕生を意味することとなる。

しかし、フロンティアへの進出に伴う紛争、

いわゆる「共有地の悲劇」とも言うべき状

況が発生することも予想される。そのため、

これらの課題を解決するための持続可能な

取り組みやその取り組みを提示するための

分析視角が求められる。 
 これらの特徴あるいは課題を踏まえると、

BIL の登場を想定した海洋ガバナンスのあ

り方を考察することにより、地球規模での

海洋ガバナンスを構築するための重要な手

がかりを得ることが可能となる。 
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4．新たな「世界」から見た海洋ガバナ

ンス 

4－1 BIL の垂直的展開 

―北極域と赤道域の繋がり― 

 これまでの考察を通じて、新たな SLOCs
の現出により、BIL とも称し得る新たな繋

がりが形成されることを確認した。そこで、

以下では BIL を基盤とする人新世における

海洋ガバナンスについての議論を進めたい。 
 BIL の形成により現出する新たな SLOCs
は先に紹介した【図 1】の通りであるが、こ

れは世界地図において、単なる線であった

SLOCs が垂直的あるいは水平的に展開し得

るということである。この内、垂直的な展開

としては、新たなフロンティアである北極海

あるいは北極域と南太平洋あるいは赤道域

との繋がりが挙げられるが、その最たるもの

としては、北極海航路28の利活用がある。 
 太平洋と大西洋を繋ぐ北極海航路はユー

ラシア大陸のロシア沿いを通る「北東航路」

と北米大陸のカナダ沿いを通る「北西航路」

と大きく分けて 2 つあり、最近まで一般の

商船が通航することはほとんどなく、軍船

や調査船などがわずかに通航するだけであ

ったが、これは北極海が海氷や流氷などに

覆われており、その航海には困難がつきま

とうという意味である29。しかし、2000 年

代以降、北極海を閉ざしていた海氷は縮小

傾向が見られるようになり、それに伴い、

北極海航路、特に北東航路を通航する船舶

は増加の一途を辿っているのに加えて、北

極海航路沿岸での液化天然ガス（LNG）開

発も進んでいる30。 
 これらの動向は新たな資源開発あるいは

経済発展の起爆剤となり得る動きであり、

まさに北極海が新たなフロンティアとなり

つつあることの証左である。しかし、この

ような積極的な評価あるいは関わりだけで

はなく、北極海航路の利活用はこれまで北

極域では起こり得なかった問題を惹起する

ことにもなった。その 1 つが違法（Illegal）・
無報告（Unreported）・無規制（Unregulated）
漁業（IUU 漁業）31である。周知のように、

IUU 漁業の主たる漁場は南太平洋やインド

洋といった赤道域が多かったが、海洋温暖

化に伴って、魚資源は 10 年ごとに両極へ、

または深海へ向かって 10km 移動しており
32、それに伴い、IUU が行われる海域も拡

大しつつある。そのため、北極海では直ち

に商業的な漁業が行われる状況ではないも

のの、地球温暖化による一部解氷を背景に、

将来的に漁業が開始される際に、無規制な

操業が行われることが懸念されたことから、

2018 年 10 月、北極海沿岸 5 か国に我が国

などを加えた 10 か国・機関により、「中央

北極海における規制されていない公海漁業

を防止するための協定」が署名された33。

また、幾つかの多国籍企業は「北極海航路

企業宣言（Arctic Corporate Shipping Pledge）」
を取りまとめ、北極海航路の背景である気

候変動への対応の一環としてその利活用を

控えることを呼びかけるといった動きもあ

り34、北極海航路に対する消極的な評価あ

るいは関わりがあることも否定できない。

さらに、これらの漁業・水産業を含む産業

分野を下支えする光ファイバーを始めとす

る国際海底ケーブルネットワークも海水温

の上昇と技術の進歩を背景に北極海、特に

北東航路に沿って北欧とロシア、日本、中

国、北米を横断するルートが実現しつつあ

るが35、これも北極域と赤道域を繋ぐ重要

な動きである。 
 これらの動きを踏まえると、北極海航路

の開発、即ち BIL の形成はベーリング海峡

と GIUK ギャップというチョークポイント
36を繋ぐ新たな SLOCs の形成に止まらず、

外交・安全保障分野のみに関心が集まるこ

とが多かった北極域を南太平洋やインド洋
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といった赤道域を経済・社会分野も含んだ

形で結び付けることになる。無論、このよ

うな動きは太平洋およびインド洋のみなら

ず、大西洋でも同様の動きがあると考えら

れるが、国際社会への影響という意味では

インド太平洋の方が大きいと考えられる。

そのため、以下ではインド太平洋に注目し

て議論を進めたい。 
 
4－2 BIL の水平的展開 

―インド太平洋への広がり― 

 このような極域と南太平洋の繋がりが形

成あるいは展開される一方、新たな SLOCs
の形成はアジア太平洋からインド洋を経て

中東・アフリカに至る広大な地域であり、

世界人口の半数を擁する世界の活力の中核

であるインド太平洋37の拡大・深化を促す

ものでもある。 
 インド太平洋をめぐる国際的な動きとし

ては、古くは主導したオーストラリア・ニ

ュージーランド・アメリカ合衆国安全保障

条約（Australia, New Zealand, United States 
Security Treaty：ANZUS Treaty）38や東南ア

ジ ア 条 約 機 構 （ Southeast Asia Treaty 
Organization：SEATO）39、英国が主導した 5
か 国 防 衛 取 極 （ Five Power Defence 
Arrangements：FPDA）40があり、現在も我が

国や米国・オーストラリア・インドによる

21 世紀の課題に対する実践的な協力を前進

させるための野心的な取り組みを打ち出す

日米豪印戦略対話（Quadrilateral Security 
Dialogue：QUAD）41や米国（United States）・
英国（United Kingdom）・オーストラリア

（Australia）による安全保障協力をめぐる新

たな枠組みである AUKUS42などの外交・安

全保障分野における連携が進められてきた。

また、アジア太平洋経済協力（Asia-Pacific 
Economic Cooperation：APEC）をはじめとし

た経済・社会分野での連携も進められてい

るが、昨今話題になった主要なものとのし

ては、環太平洋パートナーシップ協定

（Trans-Pacific Partnership Agreement：TPP）
43や地域的な包括的経済連携協定（Regional 
Comprehensive Economic Partnership 
Agreement：RCEP）44が挙げられる。 
 TPP はオーストラリア、ブルネイ、カナ

ダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、

ニュージーランド、ペルー、シンガポール、

米国及びベトナムの合計 12 か国で高い水

準の、野心的で、包括的な、バランスの取

れた協定を目指し交渉が進められてきた経

済連携協定である。2015 年 10 月に米国・

アトランタで開催された閣僚会合において

大筋合意に至り、2016 年 2 月にニュージー

ランドで署名され、我が国も 2017 年 1 月に

国内手続きを完了したが、同時期に TPP を

主導した米国が離脱を表明したことを受け

て、2017 年 11 月のベトナム・ダナンでの

閣僚会合において、11 か国による TPP につ

き大筋合意に至り、2018 年 3 月にチリ・サ

ンチャゴで「環太平洋パートナーシップに

関する包括的及び先進的な協定（TPP11 協

定）」が署名され、我が国も 2018 年 12 月に

国内手続きを完了した。現在までに、メキ

シコ、日本、シンガポール、ニュージーラ

ンド、カナダ、オーストラリア、ベトナム

の 7 か国が国内手続を完了した旨の通報を

寄託国ニュージーランドに行っており、

2018年 12月 30日に発効し、人口約 5億人、

GDP 約 10 兆米ドル、貿易総額約 5 兆米ド

ルの経済圏が誕生した。 
 一方、RCEP は 2005 年以降に日中両国が

提案した自由貿易協定（日本：CEPEA
（ASEAN+6）、中国：EAFTA（ASEAN+3））
を発展させる形で 2012 年 11 月にカンボジ

ア・プノンペンで RCEP 交渉の立ち上げが

宣言されたことを受けて、約 8 年にわたる

交渉を経て、2020 年 11 月に ASEAN 関連
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首脳会議の機会に RCEP 首脳による共同声

明が発出され、RCEP 協定が署名された。

その後、2021 年 11 月までに我が国の他、

ブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポ

ール、タイ、ベトナム、オーストラリア、

中国、ニュージーランドが批准書等を寄託

し、発効要件が充足したことを踏まえ、2022
年 1 月 1 日に発効した。この結果、世界の

国内総生産（GDP）（25.8 兆米ドル）、貿易

総額（5.5 兆米ドル）および人口（22.7 億

人）の約 3 割を占める地域経済連携協定が

成立した。 
 これらの経済連携協定はメガ FTA45と呼

ばれるが、既にマスメディアにおいて論評

されているように46、地域の持続的な発展

には有益な枠組みである。また、これらの

枠組みの特徴として、AUKUS や QUAD を

通じて、米国と密接な外交・安全保障分野

での連携を進めている我が国やオーストラ

リアが加盟していることが挙げられる。対

立激化の一途を辿るいわゆる米中対立にお

いても、経済・社会分野においては、かつ

ての冷戦のような構造47は採り得ないとい

うことを示している。その点において、特

に我が国が提唱する「自由で開かれたイン

ド 太 平 洋 Free and Open Indo-Pacific 
Strategy：FOIP）」構想や中国が提唱する「一

帯一路（Belt and Road Initiative：BRI）」政

策あるいは「海洋運命共同体（ Marine 
Community of Destiny）」構想をはじめとす

るインド太平洋地域に注目する外交・安全

保障政策はあくまでも理念であり、外交・

安全保障分野における対立とは異なり、経

済・社会分野での連携は実利的なものとし

て拡大・深化していくことが想定される。 
 このようなインド太平洋をめぐる動きや

変化を踏まえると、BILを構成する SLOCs、
特に北極海航路がこれらの経済連携協定の

動脈として機能することが容易に想定する

ことができる。そして、歴史を振り返るま

でもなく、経済・社会分野と外交・安全保

障分野を個別に取り扱うことは不可能であ

り、包括的に取り扱うことが求められる。

これは換言すると、BIL は米中関係をはじめ

とする国際関係を緩和にも緊張にも変化さ

せる可能性を有しているということである。 
 
5．おわりに 

 本稿においては、海洋ガバナンスをめぐ

るさまざまな動向を踏まえ、人新世におけ

る海洋ガバナンスのあり方を考察するため

の視座を検討してきた。その結果、気候変

動の影響を受けて形成される新たな

SLOCs とこれまでの SLOCs から構成され

る BIL が外交・安全保障分野のみならず、

経済・社会分野にも多大な影響を与えてい

ること、その結果として国際関係にも影響

を与え得ることを明らかにした。これらの

知見を踏まえ、本稿冒頭で指摘した海洋ガ

バナンスにおけるトリレンマ問題の克服に

繋がる視座を提示すべく、若干の私見を述

べたい。 
 本稿で指摘した課題に対応すべく、既に

東アジア海域においては東アジア海域環境

管理パートナーシップ（ Partnerships in 
Environmental Management for the Seas of 
East Asia：PEMSEA）、北太平洋では北西太

平洋地域海行動計画（Northwest Pacific 
Action Plan：NOWPAP）、北極海では北極評

議会（Arctic Council：AC）のような多国間

管理プラットフォームが形成されている。

しかし、これらのプラットフォームは域内

外の様々な要素に起因する対立や学術的知

見の共有の不足などの影響により、未だ発

展途上であり、その発展を阻害する課題を

解明することが求められている。そのため、

これらの課題の実態解明あるいは解決策の

提示は焦眉の急に迫っている。一方、本稿
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で明らかにしたように、気候や自然環境、

地政学的環境の急激な変化により生じた

BIL の形成は、これまでは個別の海域とさ

れていた北極海や北太平洋、東アジア海域

が相互に関連する「連続性を伴った海洋」

となりつつことを意味している。加えて、

これらの海域は前述の米中対立に係る全て

の国家が沿岸に存在しており、深刻な利害

対立が容易に想定される。そのため、これ

らの課題を克服し、海洋問題を横断的に取

り扱うためのレジームの形成およびその手

法の提示も急務である。 
 これまでの海洋ガバナンスにおける諸問

題は、そのほとんどが陸域からの視点で検

討を進められてきた。しかし、気候変動を

はじめとする海洋ガバナンスをめぐる新た

な問題は、これまでの視点からのみでは解

決できないことは明らかである。そして、

BIL に代表される新たな地理的概念あるい

は学術的視座の誕生および発展は、この傾

向を加速させるものである。これはこれま

での「陸地中心主義」から、「海洋中心主義」

への必然的な回帰あるいは移行を意味して

いる48。気候変動というある種消極的な背

景から創造された BIL ではあるが、海洋中

心主義への回帰、そして新たな海洋ガバナ

ンスの確立のきっかけとなることを期待し

て、筆を擱きたい。 
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保障の布石を打てるか―脆弱性と回復力を

巡る協力の必要性―」国際情報ネットワー

ク分析 IINA 
（https://www.spf.org/iina/articles/nagashima
_09.html）（2022 年 9 月 25 日最終アクセス）。 

42 佐竹知彦（2021）「AUKUS 誕生の背景と課

題―豪州の視点」国際情報ネットワーク分

析 IINA 
（https://www.spf.org/iina/articles/satake_03.
html）（2022 年 9 月 25 日最終アクセス）。 

－ 75 －



ブルーインフィニティループから見た海洋ガバナンス ―「海洋中心主義」への回帰を目指して― 

 

 
 
 
43 外務省ウェブサイト（環太平洋パートナー

シ ッ プ （ TPP ） 協 定 交 渉 ）

（ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/ind
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（Council for Mutual Economic Assistance：
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在し、外交・安全保障分野と経済・社会分

野で東西両陣営は対立していた。小森雄太

（2021）「気候変動への対応を志向した新た

な海洋安全保障に関する一研究―「陸地中
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例えば、マハンが『海上権力史論（The 
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比較して―」『ソシオサイエンス』第 17 巻
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洋中心主義」への回帰あるいは移行は、外

交・安全保障分野のみならず、環境保全あ

るいは経済発展も含むものである。 
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Abstract 

 
 Following the passage of UNCLOS, each country has sought to promote comprehensive management 
of the oceans. In other words, this is the construction of ocean governance, and more specifically, the over-
coming of the global trilemma. This article examines the perspectives that contribute to the consideration of 
ocean governance in the "Anthropocene," based on domestic and international trends in ocean governance. 
As a result, this article elucidates how BIL, consisting of new and existing SLOCs formed under the influ-
ence of climate change, will have a significant impact not only on diplomatic and security sectors, but also 
on economic and social sectors, which in turn could affect international relations. 
 
Key words: UNCLOS, ocean governance, trilemma, climate change, anthropocene 
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